
第1 概要等

1 検察庁法及び検察官の俸給等に関する法律の改正概要について

(1) 本改正案の趣旨

他の一般職の国家公務員については､複雑高度化する行政課題に的確に

対応し、質の高い行政サービスを維持していくため、現行定年である60

歳を超える者の能力及び経験を60歳前と同様に本格的に活用すること

が不可欠であることから、定年を引き上げることが必要とされている。

検察官についても、多くの法律、制度の改正が行われ、刑事裁判の様相

が大きく様変わりしているといった複雑高度化する課題がある中で､迅速

かつ適正に犯罪の真相を解明し、処罰すべき者があれば公訴を提起し、そ

の上で適切な科刑を実現するなどの職責を今後も果たしていくためには、

他の国家公務員と同様､現行定年を超える者の能力及び経験を本格的に活

用することが不可欠であることから、他の一般職の国家公務員に倣い、検

察庁法において定められる検察官の定年を65歳へ引き上げるなど所要

の規定の整備を行う。

(2) 本法律案の概要

ア定年の引上げ及び管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組

みの導入

検察官の定年については、検察庁法（昭和22年法律第61号）第

22条において、検事総長は65歳、その他の検察官（次長検事、検

事長、検事及び副検事）は63歳に達した時とされているところ、他

の一般職の国家公務員に倣い、検察官の定年を段階的に65歳に引き

上げる。また、他の一般職の国家公務員においては管理監督職勤務上

限年齢制が導入されるところ、組織の新陳代謝を確保し、その活力を

維持するという管理監督職勤務上限年齢制の趣旨は検察官にも妥当す

ることから、次長検事及び検事長については、現行の定年である63

歳で検事に任命するとともに、 63歳に達した者を次長検事又は検事

長に任命することができないものとし、検事正及び上席検察官につい

ては、 これに充てる検事から63歳に達した者を除くこととする。

イ現行定年後の俸給減額

他の一般職の国家公務員については、定年の引上げに伴い、現行の

定年後の俸給につき、現行定年に達した日以後における最初の4月1
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日以後、その者の受ける号俸の俸給月額に100分の70を乗じて得

た額とされることなどが予定されている。検察官の俸給については、

他の一般職の国家公務員の俸給を定めた一般職の職員の給与に関する

法律（昭和25年法律第95号，以下「一般職給与法」 という｡） とは

別に検察官の俸給等に関する法律（昭和23年法律第76号，以下

「検察官俸給法」 という｡）が制定されているが、検察官についても、

他の一般職の国家公務員と定年の引上げの趣旨を同じくするものであ

るから、現行定年後の俸給月額を他の一般職の国家公務員の制度を参

考として同様に減額する。

(3) 本改正案の主な改正内容

本改正案における主な改正内容は、以下のとおり。

①検察官の定年引上げ（検察庁法第22条第1項関係）

検察官の定年を65歳に引き上げる （既に定年が65歳である検事

総長を除く。)。

管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みの導入（検察庁

法第9条第1項、第10条第1項、第20条第2項、第22条第2項関

係）

次長検事及び検事長について、 63歳に達した者を検事に任命する

とともに、 63歳に達した者を次長検事又は検事長に任命することが

できないものとする（検察庁法第20条第2項、第22条第2項)。

検事正及び上席検察官について、 これに充てる検事から63歳に達

した者を除く （検察庁法第9条第1項、第10条第1項)。

③現行定年後の検察官の俸給減額（検察官の俸給等に関する法律附則

第5条関係）

現行の定年である63歳に達した検察官（検事総長を除く。）につい

ては、定年に達した日の翌日に適用される俸給月額の100分の70

を乗じた額を支給する。

これに加え、次長検事及び検事長が63歳に達したことにより検事

に任命された場合には、次長検事及び検事長であったときの俸給月額

の100分の70を乗じた額との差額を支給する。

(4) 施行期日

改正される国家公務員法等の施行期日に倣い、令和4年4月1日とす

る。
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2検察官に適用される任用、給与等に関する法律について

(1) 国家公務員法と検察庁法との関係

一般職の国家公務員である検察官については、国家公務員法（昭和22

年法律第120号）が適用されるが、国家公務員法附則第13条は、一般

職に属する職員に関し、その職務と責任の特殊性に基づいて、国家公務員

法の特例を要する場合においては､別に法律等をもって規定することがで

きると定めている。

そして、検察官については、検察庁法第15条、第18条から第20条

まで、第22条から第25条までの規定が、国家公務員法の特例として検

察庁法第32条の2に明示されている。これは、検察官は、行政官庁たる

各省大臣を組織の内部にあって補佐する立場にある多くの他の一般職の

国家公務員とは異なり､各人が法務大臣から独立した行政官庁として検察

事務を遂行するという職務の特殊性を有しており、また、いわば「準司法

官｣として裁判官との権衡を考慮する必要があるため､検察庁法において、

検察官の任命や定年等について､国家公務員法の特例が規定されていると

される（森園幸男ほか編「逐条国家公務員法」 （全訂版) 1232頁)。

そのため、検察官については、検察庁法において定められた特例は、検

察庁法が適用され、それ以外は、国家公務員法が適用される。

②一般職の職員の給与に関する法律と検察官の俸給等に関する法律との

関係

一般職給与法は､一般職に属する職員の給与に関する事項を定めている

ところ、一般職給与法第1条第1項は、 「この法律は、別に法律で定める

ものを除き、国家公務員法（中略）第六十四条第一項に規定する給与に関

する法律として、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員（中

略）の給与に関する事項を定めることを目的とする｡」 と定めている。

検察官は一般職の国家公務員であるものの、司法権の発動を促し、その

適正円滑な運営を図るという準司法的性格を有するものであることから、

一般職給与法は適用されず、その俸給については、検察庁法第21条によ

り別に法律で定めることとされ、一般職給与法第1条第1項の「別に法律

で定めるもの」として、検察官俸給法が制定され、独自の給与体系が設け

られている。そして、検察官俸給法は、検察官の給与に関し、検察官を官

又は号等で区分した上で、特別職の職員の給与に関する法律（昭和24年

法律第252号)第1条第1号から第42号までに掲げる者又は一般職給

与法による指定職俸給表の適用を受ける職員若しくは一般官吏の例によ
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ることを基本としつつ､俸給額を独自に定めるとともに手当の支給に関す

る特別の規定を置くなどしている。

なお､国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)については、

検察官に適用され､検察官についても同法に基づいて退職手当が支給され

る。

（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）

第十五条検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天

皇が、 これを認証する。

②検事は、一級又は二級とし、副検事は、二級とする。

第十八条二級の検察官の任命及び叙級は、左の資格の一を有する者に就いてこれを行

う。

一司法修習生の修習を終えた者

二裁判官の職に在った者

三三年以上政令で定める大学において法律学の教授又は准教授の職に在った者

②副検事は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者で政令で定

める審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機

関をいう｡）の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。

一裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）第六十六条第一項の試験に合格した者

二三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職に在った者

③三年以上副検事の職に在って政令で定める考試を経た者は、第一項の規定にかかわ

らず、 これを二級の検事に任命及び叙級することができる。

第十九条一級の検察官の任命及び叙級は、次の各号に掲げる資格のいずれかを有する

者についてこれを行う。

一八年以上二級の検事、判事補、簡易裁判所判事又は弁護士の職に在った者

二最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官又は判事の職に在った者

三前条第一項第一号又は第三号の資格を得た後八年以上法務省の事務次官、最高裁

判所事務総長若しくは裁判所調査官又は二級以上の法務事務官、法務教官、裁判所

事務官、司法研修所教官若しくは裁判所職員総合研修所教官の職に在った者

四前条第一項第一号又は第三号の資格を有し一年以上一級官吏の職に在った者

②前項第一号及び第三号に規定する各職の在職年数は、 これを通算する。

③前条第三項の規定により検事に任命された者は、第一項第三号及び第四号の規定の

適用については、 これを同条第一項第一号の資格を有する者とみなす。

第二十条他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者の

外、左の各号の一に該当する者は、これを検察官に任命することができない。

一禁銅以上の刑に処せられた者

二弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

第二十一条検察官の受ける俸給については、別に法律でこれを定める。

第二十二条検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十

三年に達した時に退官する。
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第二十三条検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執る

に適しないときは、検事総長、次長検事及び検事長については、検察官適格審査会の

議決及び法務大臣の勧告を経て、検事及び副検事については、検察官適格審査会の議

決を経て、その官を免ずることができる。

②検察官は、左の場合に、その適格に関し、検察官適格審査会の審査に付される。

一すべての検察官について三年ごとに定時審査を行う場合

二法務大臣の請求により各検察官について随時審査を行う場合

三職権で各検察官について随時審査を行う場合

③検察官適格審査会は、検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りそ

の職務を執るに適しないかどうかを審査し、その議決を法務大臣に通知しなければな

らない。法務大臣は、検察官適格審査会から検察官がその職務を執るに適しない旨の

議決の通知のあった場合において、その議決を相当と認めるときは、検事総長、次長

検事及び検事長については、当該検察官の罷免の勧告を行い、検事及び副検事につい

ては、 これを罷免しなければならない。

④検察官適格審査会は、法務省に置かれるものとし、国会議員、裁判官、弁護士、 日

本学士院会員及び学識経験者の中から選任された十一人の委員をもってこれを組織す

る。ただし、委員となる国会議員は、衆議院議員四人及び参議院議員二人とし、それ

ぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。

⑤検察官適格審査会に、委員一名につきそれぞれ一名の予備委員を置く。

⑥各委員の予備委員は、それぞれその委員と同一の資格のある者の中から、 これを選

任する。但し、予備委員となる国会議員は、それぞれ衆議院及び参議院においてこれ

を選出する。

⑦委員に事故のあるとき、又は委員が欠けたときは、その予備委員が、その職務を行

う。

⑧前七項に規定するものの外、検察官適格審査会に関する事項は、政令でこれを定め

る。

第二十四条検事長、検事又は副検事が検察庁の廃止その他の事由に因り剰員となった

ときは、法務大臣は、その検事長、検事又は副検事に俸給の半額を給して欠位を待た

せることができる。

第二十五条検察官は、前三条の場合を除いては、その意思に反して、その官を失い、

職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。但し、懲戒処分による場合は、

この限りでない。

○国家公務員法（昭和22年法律第120号）

附則

第十三条一般職に属する職員に関し、その職務と責任の特殊性に基いて、 この法律の

特例を要する場合においては、別に法律又は人事院規則（人事院の所掌する事項以外

の事項については、政令）を以て、これを規定することができる。但し、その特例は、

この法律第一条の精神に反するものであってはならない。

第六十三条職員の給与は、別に定める法律に基づいてなされ、 これに基づかずには、

いかなる金銭又は有価物も支給することはできない。

第六十四条前条に規定する法律（以下「給与に関する法律」 という｡）には、俸給表が

規定されなければならない。
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②俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考盧し

て定められ、かつ、等級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。

○一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号）

第一条この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法（昭和二十二年法律

第百二十号）第六十四条第一項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第

二条に規定する一般職に属する職員（以下「職員」 という｡）の給与に関する事項を定

めることを目的とする。

2 （略）

国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）

第二条この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員

（国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第八十一条の四第一項又は第八十一

条の五第一項の規定により採用された者及びこれらに準ずる他の法令の規定により採

用された者並びに独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第四項に規

定する行政執行法人（以下「行政執行法人」 という。 ）の役員を除く。以下「職員」 と

いう。 ）が退職した場合に、その者（死亡による退職の場合には、その遺族）に支給す

る。

2職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、政令で定めるところにより、

○

職員とみなして、 この法律の規定を適用する。
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'

第2逐条

’

別添逐条説明資料（検察庁法及び検察官俸給法の 部改正関係）のとおりー

’

’

’

’

’
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第3改正国家公務員法及び改正一般職給与法において手当てされ

る事項について

1 検察官につき定年前再任用短時間勤務制を導入しないことについて

（1） 前提

一般職の国家公務員については、定年前再任用短時間勤務制が導入され

る（改正国家公務員法第60条の2) ところ、 この制度は職員の任命等に

関する規定であることから､仮に検察官においてかかる制度を導入する

場合には、検察庁法において特例を設ける必要がある。

(2) 検察官につき定年前再任用短時間勤務制を導入しない理由につい

て

検察官については、検察庁法第4条及び第6条により、全ての検察官

が、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、裁

判の執行を監督し、いかなる犯罪についても捜査をすることができる

とされており、 この検察事務が検察官の本来的事務である。

このような検察権については、個々の検察官に属するものであって、

法務大臣等が有する権限を個々の検察官が分掌するものではなく、検

察権が個々の検察官に属していることから、一人一人が独立した官庁と位

置付けられており、 この点が他の一般職の国家公務員の権限行使と根本的

に異なる。

すなわち、検察官は、 自己に割り当てられた検察事務を、 自己の名にお

いて、また、 自己の責任において処理するという職務を果たさなければな

らない（伊藤栄樹著「新版検察庁法逐条解説」 56頁)。

そして、検察官が行う検察事務は、犯罪の捜査、公訴の提起、刑事裁判

における訴訟活動が主なものであり、このような事務を自己の責任におい

て行うことと、週の一部のみ勤務する、一日のうち限られた時間のみ勤務

するということは基本的に整合しない（例えば、 自らが担当する事件の勾

留中の被告人について、保釈決定がなされた場合、夜間や休日であること

を理由に釈放するか、保釈決定を争うために準抗告するかの判断を先延ば

しし、身柄拘束を継続することは許されない｡)｡

したがって、他の一般職の国家公務員に導入される定年前再任用短時間

勤務制については、検察庁法における検察官の職務と整合しないため、検

察官に定年前再任用短時間勤務制は導入しない（現に、検察官については、

他の一般職の国家公務員とは異なり再任用短時間勤務制は導入されてい

ない｡)。

（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）
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第四条検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且

つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上

必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者と

して他の法令がその権限に属させた事務を行う。

第六条検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。

②検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定めると

ころによる。
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2検察官につき改正国家公務員法第S1条の2第3項と同様の規定を設ける

必要はないことについて

(1) 改正国家公務員法第81条の2第3項の趣旨及び内容について

改正国家公務員法第81条の2第3項は、管理監督職勤務上限年齢によ

る降任等を行うに当たって任命権者が遵守すべき基準に関する事項その他

の他の官職への降任等に関し必要な事項は人事院規貝llで定めることとされ

ている。

これは、管理監督職勤務上限年齢制が公務能率を損なうことなく実施さ

れるためには、管理監督職勤務上限年齢に達した後の職員が引き続き意欲

を持って、それまで培ってきた能力及び経験を発揮していくことを担保す

ることが制度上求められることから、管理監督職勤務上限年齢による降任

等をして就ける官職については、国家公務員法第58条（昇任、降任及び

転任）の原貝Iによるほか、平等取扱いの原則、能力。実績による人事管理、

職員の身分保障、職員の能力。経験の活用等の観点を踏まえ、人事院規則

で定める任命権者が遵守すべき一定の基準及び手続にのっとり行うものと

されたものである。

そして、人事院規則においては、管理監督職勤務上限年齢による降任等

をされる職員と60歳以降も引き続き非管理監督職にとどまる職員の間、

管理監督職勤務上限年齢による降任等をされる複数の職員との間、管理監

督職勤務上限年齢による降任等をされる職員と管理監督職勤務上限年齢に

よる降任等の特例を適用される職員の間の公平性を確保し、他の職員の昇

任機会の確保に留意しつつ、管理監督職勤務上限年齢による降任等をされ

る職員のポストができる限り下がらないような配置に努めること、職員の

意向も踏まえ能力。経験を十分に活用できるポストに任用すること等の観

点からの基準を設け、任命権者が管理監督職勤務上限年齢による降任等を

行う際に行うべき手続（例：人事異動通知書の交付）を定めることを想定

しているとされている。１

8

(2) 検察官について同様の規定を設ける必要がないことについて

検察官については、管理監督職勤務上限年齢制を導入することは制度上

できない（そのため、改正国家公務員法第81条の2第3項も検察官に適

用されることはない｡)。

ただし、管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みとして、改

正検察庁法第9条第1項及び第10条第1項において、 63歳に達した検

事について検事正及び上席検察官に充てることができる者から除くことと

しつつ、同法第20条第2項及び第22条第2項において、次長検事及び
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検事長が63歳に達したときは、その翌日に検事に任命されるものとした

上で63歳に達した者は次長検事又は検事長に任命することができないこ

ととするところ、そもそも検察官については、職制上の段階がなく、降任

等を観念し得ない上、管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組み

においては、 63歳以降、いずれも検事という同一の官とするものであっ

て､検事正及び上席検察官が63歳に達したことによりいわゆる｢平検事」

とされた場合や､次長検事及び検事長から検事に任命された場合の検事と、

それ以外の検事との間の公平性を確保する必要はなく、また、それらの者

について補職されるポストについても法律上その上下は観念されず、 さら

に､それらの者はいずれも検察権という同一の権限を行使する検事として、

能力。経験を活用することは同じであって、 これらに関する基準を定める

必要もない。

また、検察官における管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組

みにおける手続については、現在においても、例えば検事正からいわゆる

「平検事」 とされる場合等において行われているところであり、改めて手

続等を定める必要もない。

したがって、検察官について、改正国家公務員法第81条の2第3項と

同様の規定を定める必要はない。

(参考）検察官の給与に関する事項について

検察官の給与に関して、仮に必要な事項が生じた場合には、検察官の俸給等に

関する法律第3条に規定される準則によって定められることとなるため、法律上

の手当は不要である。

（参照条文）

○検察官の俸給等に関する法律（昭和23年法律第76号）

第三条法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の給与に関する事項について必要な準

則を定め、 これに従って各検察官の受くべき俸給の号等を定める。

2 （略）
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s検察官につき改正国家公務員法第S1条の4と同様の管理監督職勤務上限
年齢制の適用除外規定を定める必要はないことについて

(1) 臨時的職員等への適用除外規定について

改正国家公務員法第81条の4においては、管理監督職勤務上限年齢制

について、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員に

は適用しないこととされている。

(2) 検察官につき同様の規定を設ける必要がないことについて

検察官については、管理監督職勤務上限年齢制を導入することは制度上

できない（そのため、改正国家公務員法第81条の2第3項も検察官に適

用されることはない｡）が、管理監督職勤務上限年齢制を踏まえた仕組みを

導入するところ、検察官については、その身分保障の観点から （検察庁法

第25条)、任期を定めて任命されることはなく、現に、任期が定められた

検察官は存在しない。

したがって、検察官については、改正国家公務員法第81条の4と同様

の規定を設ける必要はない。

（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）

第二十二条検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十

三年に達した時に退官する。

第二十三条検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執る

に適しないときは、検事総長、次長検事及び検事長については、検察官適格審査会の

議決及び法務大臣の勧告を経て、検事及び副検事については、検察官適格審査会の議

決を経て、その官を免ずることができる。

②検察官は、左の場合に、その適格に関し、検察官適格審査会の審査に付される。

一すべての検察官について三年ごとに定時審査を行う場合

二法務大臣の請求により各検察官について随時審査を行う場合

三職権で各検察官について随時審査を行う場合

③検察官適格審査会は、検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りそ

の職務を執るに適しないかどうかを審査し、その議決を法務大臣に通知しなければな

らない。法務大臣は、検察官適格審査会から検察官がその職務を執るに適しない旨の

議決の通知のあった場合において、その議決を相当と認めるときは、検事総長、次長

検事及び検事長については、当該検察官の罷免の勧告を行い、検事及び副検事につい

ては、 これを罷免しなければならない。

④検察官適格審査会は、法務省に置かれるものとし、国会議員、裁判官、弁護士、 日

本学士院会員及び学識経験者の中から選任された十一人の委員をもってこれを組織す

る。ただし、委員となる国会議員は、衆議院議員四人及び参議院議員二人とし、それ
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ぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。

⑤検察官適格審査会に、委員一名につきそれぞれ一名の予備委員を置く。

⑥各委員の予備委員は、それぞれその委員と同一の資格のある者の中から、 これを選

任する。但し、予備委員となる国会議員は、それぞれ衆議院及び参議院においてこれ

を選出する。

⑦委員に事故のあるとき、又は委員が欠けたときは、その予備委員が、その職務を行

う。

⑧前七項に規定するものの外、検察官適格審査会に関する事項は、政令でこれを定め

る。

第二十四条検事長、検事又は副検事が検察庁の廃止その他の事由に因り剰員となった

ときは、法務大臣は、その検事長、検事又は副検事に俸給の半額を給して欠位を待た

せることができる。

第二十五条検察官は、前三条の場合を除いては、その意思に反して、その官を失い、

職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。但し、懲戒処分による場合は、

この限りでない。
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4検察官につき管理監督職勤務上限年齢による降任等の特例と同様の規定を

設ける必要はないことについて

(1) 異動期間を延長する特例規定について

改正国家公務員法第81条の5は､管理監督職勤務上限年齢制の導入によ

り、管理監督職勤務上限年齢に達した職員を一律降任又は転任することとな

るため、当該職員の職務の遂行上特別の事情があって、当該職員を異動させ

ることにより公務の運営に著しい支障が生ずる場合や、当該職員の職務の特

殊性があることや職員の年齢別構成等の事由により管理監督職にふさわし

い職員が不足していることで､管理監督職の欠員を補充できないことにより、

公務の運営に著しい支障が生ずる場合があり得ることから、異動期間を延長

する特例を定めるものである。

(2) 検察官について同様の規定を設ける必要がないことについて

ア検察官については、管理監督職勤務上限年齢制を導入し得ないことか

ら、本条の適用はないところであるが、管理監督職勤務上限年齢制の趣

旨を踏まえた仕組みを導入することから、改正国家公務員法第81条の

5と同様の規定を設けることも考え得る。

しかしながら、検察官については、職制上の段階がなく、降任等が概

念し得ないことから、他の一般職の国家公務員に比してより柔軟な人事

運用が可能である。また、検察官は、定年に達した時に退官することと

されているため、同時期に一斉に退官することとはされていない。 さら

に、管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえて導入する仕組みにおけ

る異動時期は誕生日を基準としていることから、一斉に異動することに

もならない。

このように、検察官については、適切な時機に異動を前倒しするなど

することが容易であって、異動により補充すべきポストが一斉に生じる

ことにもならないことから、現在も国家公務員において導入されている

定年による退職の特例（国家公務員法第81条の3）に相当する規定も

置かれていない。

イ したがって、改正検察庁法第9条第1項、第10条第1項、第20条

第2項及び第22条第2項により管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏

まえた仕組みを導入したとしても、それにより公務の運営に著しい支障

が生じるなどの問題が生じることは考え難く、検察官については、改正

国家公務員法第81条の5と同様の規定を設ける必要はない。
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（参照条文）

○国家公務員法（昭和22年法律第120号）

第八十一条の三任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべき

こととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特

別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分

な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日か

ら起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるた

め引き続いて勤務させることができる。

②任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合に

おいて、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、人事院

の承認を得て、－年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その

期限は､その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
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5処分説明書の交付について

管理監督職勤務上限年齢制による降任等に際しての処分説明書の交付(1)

について

管理監督職勤務上限年齢制の導入に伴い、国家公務員法第89条第1項

が改正されることとされ、管理監督職勤務上限年齢制の適用による他の官

職への降任等に伴う降給及び他の官職への降任等に該当する降任の際に処

分説明書の交付を要しないこととされた。

(2) 検察官について特例を設ける必要がないことについて

ア検察官について、国家公務員法第89条第1項が適用されるところ、検

察官には降任及び降給の概念はない上、管理監督職勤務上限年齢制の適

用はないことから、本改正の影響はない。

イただし、改正国家公務員法第89条第1項は、 「職員に対し、その意に

反して、降給（他の官職への降任等に伴う降給を除く。 ） 、降任（他の官

職への降任等に該当する降任を除く。 ） 、休職若しくは免職をし、その他

職員に対し著しく不利益な処分を行い又は懲戒処分を行おうとすると

きは、当該処分を行う者は、当該職員に対し、当該処分の際、当該処分の

事由を記載した説明書を交付しなければならない。 」と定めるところ、新

設する検察庁法第22条第2項において、次長検事及び検事長は、63歳

に達したことにより検事に任命されるものとされることから、同項によ

り検事に任命する際に処分説明書の交付を不要とする特例を設ける必要

があるかが問題となり得る。

ウ この点､新設する検察庁法第22条第2項は､次長検事及び検事長を検

事に任命するところ、それぞれ別の「官」であることから、次長検事及び

検事長が検事に任命されることにより、次長検事及び検事長の「官」とし

ては免ぜられることとなる。

しかしながら、免職とは、職員をその意に反して退職させることとさ

れ、退職とは、失職の場合及び懲戒免職の場合を除いて、職員が離職する

こととされているところ、いずれにせよ職員としての身分を失う場合で

あり、次長検事及び検事長を検事に任命する場合のように検察官相互に

「官」を転ずる場合には職員としての身分を失うこととはならないため、

改正検察庁法第22条2項による検事への任命は改正国家公務員法第8

9条第1項における「免職」には該当しない。また、検察官においては、
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職制上の段階は導入されておらず、降任等は観念されないことから、検察

庁法第22条第2項により検事に任命されることについては「著しく不

利益な処分」 とはいえない。

したがって､改めて処分説明書を不要とする特例を検察庁法上に定める

必要はない（なお、改正検察庁法第9条第1項又は第10条第1項により

検事正又は上席検察官に充てられる者から除かれることについては､降任

等に該当しないことはもちろんのこと、 「官」を失うものでもないことか

ら、処分説明書の交付については問題とならない。 ） 。

なお、一般職給与法附則第15項に倣い、改正国家公務員法附則第89

条第1項の読替規定を設ける(検察官俸給法附則第6条)ことについては、

別添逐条説明資料（検察官俸給法の一部改正関係）のとおり。

（参照条文）

○国家公務員法（昭和22年法律120号）

第三十四条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

一 （略）

二昇任職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属す

る官職に任命することをいう。

三降任職員をその職員が現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属す

る官職に任命することをいう。

四転任職員をその職員が現に任命されている官職以外の官職に任命することであ

って前二号に定めるものに該当しないものをいう。

五～七 （略）

② （略）

第七十五条 （略）

②職員は、人事院規則の定める事由に該当するときは、降給されるものとする。

第八十九条職員に対し、その意に反して、降給し、降任し、休職し、免職し、その他

これに対しいちじるしく不利益な処分を行い、又は懲戒処分を行わうとするときは、そ

の処分を行う者は、その職員に対し、その処分の際、処分の事由を記載した説明書を交

付しなければならない。

②。③ （略）

○人事院規則11－10

第一条職員（給与法第六条第一項の俸給表（以下「俸給表」 という。 ）のうちいずれ

かの俸給表（指定職俸給表を除く。 ）の適用を受ける者をいう。以下同じ。 ）の降給に

ついては、別に定める場合を除き、 この規則の定めるところによる。

第三条降給の種類は、降格（職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の俸給表

の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。 ）及び降号（職員の意に反して、

当該職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。以下同じ。 ）
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とする。

人事院規則8－12

第四条この規貝Iにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

一～八 （略）

九退職失職の場合及び懲戒免職の場合を除いて、職員が離職することをいう。

○

十免職職員をその意に反して退職させることをいう。
(略）十一～十三

I

’
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6 出向者に対する調整額の支給について

(1) 改正一般職給与法附則第13項について

新設される一般職給与法附則第’3項は、例えば、管理職であった職員

が地方公共団体等に出向し、特定日以降、非管理職員として採用された場

合など、 60歳到達時点で管理監督職勤務上限年齢制の対象とはなってい

ない職員について、管理監督職勤務上限年齢により降任等された職員と同

様に管理監督職勤務上限年齢調整額（以下「調整額」 という。 ）を支給す

る必要があると考えられる場合を予定しているとされている。

同項で規定される人事院規則の詳細は現時点では定かではないが、同項

は、 このような職員については、地方公共団体等に出向した間について再

計算（出向せずにそのまま国家公務員管理職として勤務していたと仮定し

た場合の級号俸）を行い、算出した額を改正一般職給与法附貝'｣第10項か

ら第’2項の規定に準じて支給する取扱いを規定するものと思われる。

(2) 検察官につき同様の規定を設ける必要がナ 出: :：

ア検察官については、調整額を支給する必要がある者として次長検事及

び検事長を予定していることから、本項の必要性としては、例えば、検

事長が一旦辞職して他省庁等に出向し、 63歳に達した後に検事に任命

された場合が考えられるが、現実的にそのような出向等は想定されてい

ない。

また、例えば、検察官俸給法別表の検事1号の俸給を受ける検事が出

向し、 63歳に達した後に検事として復職する場合、復職時において、

出向期間中に次長検事、検事長になることを仮定した上で号俸を決定す

ることも現実的に想定されないことから、検察官に関し、本項と同様の

規定を設けることは不要である。

イなお、検事が法科大学院や他省庁等へ出向した場合について、出向等

の途中で63歳を迎え、 63歳に達した後、検事として復職した場合に

は、その復職時に号俸決定を行い、その号俸に100分の70を乗じた

額が支給されることになる（出向後、検事に復職した場合の号俸決定に

つき、一般職の国家公務員については、官職と級が連動していることか

ら、定年を迎えた後は、官職に応じた級までしか決定することができな

いが、検察官については、例えば検事正など職と号俸が連動することと

はされていないことから、仮に、出向後、検事に復職した場合には、検

察官俸給法別表の検事1号まで決定することが可能である。 ） 。
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フ現行定年後の給与に関する規定の施行に関し必要な事項について

(1) 改正一般職給与法附則第16項について

新設される一般職給与法附則第16項は、現行の定年である60歳を超

える職員の給与に関する規定(改正一般職給与法附則第8項から第15項）

の施行に関し必要な事項を人事院規則で定めることとされる。

(2) 検察官において同様の規定を設ける必要がないことについて

検察官の俸給については、検察官俸給法において定められ、現行の定年

を超える検察官の俸給については、新設される検察官俸給法附則第5条に

おいて定める。

そして、同条の施行に関して必要な事項については、検察官俸給法第3

条第1項が、 「法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の給与に関する事

項について必要な準則を定め、 これに従って各検察官の受<べき俸給の号

等を定める。 」 と規定することから、法務大臣が定める準則において定め

ることができる。

したがって、改正一般職給与法附則第16項と同様の規定を改めて設け

る必要はない。

（参照条文）

○検察官の俸給等に関する法律（昭和二十三年法律第七十六号）

第三条法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の給与に関する事項について必要な準

則を定め、 これに従って各検察官の受くべき俸給の号等を定める。

2前項に規定する準貝ﾘは、法務大臣が内閣総理大臣と協議して、 これを定める。
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国家公務員退職手当法の検察官への適用関係について

国家公務員退職手当法の検察官への適用について

第4

1

国家公務員退職手当法第2条により、国家公務員で常時勤務に服すること

を要する者は原則として同法の対象となることから、検察官についても同法

に基づいて退職手当が支給される。

2 国家公務員退職手当法の改正による検察官への影響について

国家公務員退職手当法の改正による検察官への適用関係については、同法

附貝ﾘ第12項及び第14項ないし第16項において手当がなされることと

されており、別途規定を設ける必要はない。

(参照条文）

） 国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）

第二条この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員

（国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第八十一条の四第一項又は第八十一

条の五第一項の規定により採用された者及びこれらに準ずる他の法令の規定により採

用された者並びに独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第四項に規

定する行政執行法人（以下「行政執行法人」 という。 ）の役員を除く。以下「職員」 と

いう。 ）が退職した場合に、その者（死亡による退職の場合には、その遺族）に支給す

る。

2職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、政令で定めるところにより、

職員とみなして、 この法律の規定を適用する。

○
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第5国家公務員法等の一部を改正する法律‘(仮称） 附則について

別添逐条説明資料（附則関係）のとおり
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第6検察庁法及び検察官俸給法の原始附則の整理について

1 対応方針

今般の検察庁法及び検察官俸給法の改正に伴い、各原始附貝Iにつき、既に

実効性を喪失したものを削り、現在、本則と通し条名となっている附則を独

自の条名の附則に改める。

2検察庁法について

別添逐条説明資料（検察庁法の一部改正関係）のとおり、原始附則のうち

附則第33条及び第36条以外を削り、附則第33条及び第36条を改正検

察庁法附則第1条及び第2条とし､検察庁法改正に伴う経過規定及び情報提

供｡意思確認制度に関する規定を改正検察庁法附則第3条及び第4条とする。

s検察官俸給法について

別添逐条説明資料（検察官俸給法の一部改正関係）のとおり、原始附則の

うち附則第6条及び第7条を削り、附則第5条及び第8条から第10条まで

を改正検察官俸給法附則第1条から第4条とし､定年延長後の検察官の俸給

等に関する規定を改正検察官俸給法附則第5条及び6条とする。
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別添1

検察庁法附則第33条から第42条について

○検察庁卿付貝|｣第33条から第42条（第34条、第35条第37条から第42条

までを削る）

■
第三十三条この法律は、 日本国憲法施行の日から、 これを耐了する。

第三十四条この法律施行前、従前の検事総長又は大審院検事のした事件の受理その他
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検察庁の検事､検事正又は地方検察庁の検事のした詞牛の受理その他の行為とみなする

第三十五条この法律施行前、従前の検事総長又は大審院検事にあててされた事件の送

致その他の行為は、 これを検事総長又は最高検察庁の検事にあててされた事件の送致

その他の行為とみなし、従前の検事長、控訴院検事従前の検事正又は地方表畔|｣所検

事若しくは区麦畔|｣所検事にあててされた事件の送致その他の行為は、これをそれぞれ

政令で定める検事長、高等検察庁の検事､検事正又は地方検察辰の検事にあててされ

た事件の送致その他の行為とみなす6

’
1

第三十六条法務大臣は、当分の間、検察官が足りないため必要と認めるときは、区検

察庁の検察事務官にその庁の検察官の事務を取り扱わせることができる。

第三十七条麦畔ll所構成法による検事たる資格を有する者は、第十八条及び第十九条の

規定の適用については､その資格を得た時に司法修習生の修習を終えたものとみなすb

この法律施行の際現に弁護士たる資格を有する者で弁護士の在職年数がこの法律洞テ

後において三年に達する者についてその三年に達した時も同様とする。

I

2 この法律施行前弁護士試補として一年六箇月以上の実務修習を終え考試を経た者又

はこの法律施行の際現に弁護士試補たる者で一年六箇月以上の実務修習を終え考試を

経たものは、前項の規定にかかわらず、その考試を経た時に司法修習生の修習を終え

たものとみなす6

弁護士たる資格を有する者が、朝鮮弁護士会(昭和十一年帝蛉第四号j、台湾尭護土3

又は関東州弁護士令（昭和十一年勅令第十六号） による弁令（昭和十年律令第七号）

護士（以下外地弁護士と称する｡）の職に在ったときは、第十八条の規定の適用につい

ては、外地弁護士の在職の年数が三年以上になるもの又は外地弁護士及び弁護士の在

職の年数が通じて三年以上になるものは、その三年に達した時、朝鮮弁護士令による

弁護士試補として一年六箇月以上の実務修習を終え考試を経たものは､その考試を経

た時に、それぞれ司法ｲ肇生のｲ鍔を終えたものとみな主



別添1

’
I第三十八条裁判所構成法による検事若しくは判事の在職又は同法による検事たる資格

を有する者の司法省各局長、司法省調査部長、司法省調査官、司法書記官、司法研究

歸旨導官、司法研究所事務官、司法省参事官､少年審判官､領事官､朝鮮総督府検事、

朝鮮総督陥伴ll事、台湾総督府法院検察官、台湾総督府法匠判官、関東法院検察官、関

東法院判官、南洋庁検事若しくは南洋庁判事の在職は、第十九条第一項第一号の規定

の適用については、これを二級の検事の在職とみなすb

第三十八条の二弁護士となる資格を有する者が、琉球諸島及び大東諸島に関する日本

国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生前に沖縄に適用されていた法令(以下｢沖

謝皇|｣官又は弁護士の職にあったときは、その縄法令」という｡）の規定による検察官、

在職の年数のうち辮亀法令の規定による弁護士となる資格を得た後の在職の年数で通

算して二年を経過した後のもの（沖縄法令の規定による弁護士となる資格を得た後の

在職の年数が通算して二年を経過する前に、司法修習生の修習と同一の修習課程を終

えた者にあってはその修習課程を終えた後の在職の年数、弁護士となる資格を得た者

にあってはその資格を得た後の在職の蟻）は、第十九条第一項第一号の規定の適用

については、二級の検事の在職の年数とみなすb

2沖縄法令の規定による琉球上訴検察庁事務局長、琉球高等検察庁事務局長又は琉球

政府法務局の部長、室長若しくは訟務官の職にあった年数は、前項の規定の適用につ

いては、沖縄法令の規定による検察官の職にあった年数とみなすb

3沖縄法令の規定による裁判所調査官、琉球上計誌畔1所事務局長又は琉球高等裁判所3

事務局長の職にあった年数は、第一項の規定の適用については、沖縄法令の規定によ

る去畔l官の職にあった年数とみなすbただし、裁判所調査官については、司法{鍔生

の修習と同一の修習課程を終えた者の当調錯課程を終えた後の年数に限る。

第三十九条第十八条第二項第二号中二級官吏とあるのは、奏任文官を、第十九条第一

項第四号中一級官吏とあるのは、勅任文官を含むものとする。

第三十九条の二沖縄法令の規定による瑞跡政府又は市町村の職員であった者は、第十

八条第二項第二号の規定の適用については、公務員の職にあった者とみなすも

第四十条この法律施行の際奏任の検事で現に控訴院検事又は地方裁判所検事若しくは

区表畔|j所検事の職に在る者は、別に辞令を発せられないときは、検事に任ぜられ、二

それぞれ政令で定める高等検察庁又は地方検察庁の検事に補せ級に叙せられ、日っ、

られたものとする。

第四十一条この法律施行の際現に書記長若しくIj裁判所書記の職に在って検事局に属

する者又は検察補佐官の職に在る者は、 別に辞令を発せられないときは、 現に受ける
■
■
Ｂ
■
Ｂ
Ｉ
ｌ
Ｉ
４
■
■
０
Ｊ
■
０
Ⅱ
０
０
Ⅱ
１
１
１
Ⅲ
■
■
Ⅱ
６
回

号俸を以て検察事務官に任ぜられ、奏任又は二級の者は、二級に、判任又は三級の者

は、三級に叙せられたものとする。
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第四十二条政令で特別の定をした場合を除いて、他の法律中「検事」を「検察官」に、

｢管轄表畔|断ノ検詞を「管轄表畔|｣所二対応スル検察庁ノ検察官」に改める。

1概要

検察庁法(昭和22年法律第61割の尉部眼llのうち､既に実効性を喪失した第3

4条､第35条､第37条から第42条までを削り、第33条及び第36条の条名を附

貝'触自の条名に改めるとともに､今般の検察庁法の改正に伴う経過規定及び改正国家公

務員法附則第20条に対応する‘岸R提供｡意思確認制度を規定する附則の条文を新設す

る改正を行う。

2改正の趣旨及び内容

(1)検察庁法の卿釧狽Iの構成

検察庁法の尉釧狽Iは、第SS条から第42条で構成されているところ、第38

条の2及び第39条の2は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律（昭和

46年法律第130割により趣ﾛされたものであり、その他のものは、制定時の

ものである。

(2)規定を維持する噸リ

第33条は法律の施行時期を定める規定であり、維持することが相当であり、改

正検察庁法附則第1条とする。

また、第36条は、検察官の人員不足を補うため、検察事務官に検察官の事務を

取り扱わせることを可能とする時卿勺規定であるところ、現状下においても、検察

官の人員は不足しており、検察官事務取扱検察事務官の存在は必要不可欠であるこ

とから、規定を維持する必要性があり、改正検察庁法附則第2条とする。

(3)規定を削る附則

第34条及び第35条については、旧刑訴法等の法令による検事の行為を、現行

の検察庁法で対応する検察官の行為にみなすものであり、検察庁法施行前後におけ

る行為主体の調整規定であるところ、検察庁法施行前に検察官のした行為やその行

為が含まれる事件等は、既に何らかの効果が発生する力事件処理をしており、これ

らの附則を適用する場面がなく、その実効性は喪失しているため、削ることが相当

である。なお、検察庁法施行令（昭和22年政令第34尉第3条においてこれら

の附則を引用しているところ、同施行令は、平成29年に最終改正（平成29年政

令第112号）がなされているが、同胴子令第3条については、同条第2項の「司
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法大臣」を「法務総裁」と改正(昭和23年政令第39罰して以降「法務総劫

を｢法務大臣｣と改正しておらず､同条は既に実効性を喪失していると考えられる。

また、第37条から第40条までについては、検察庁法第18条又は第19条

（1．2級検事。畠'験事の資格要件）に関する規定であるところ、これらの附則の

適用対象となる者は、既に65歳を超えていることから、これらの附則を適用する

場面がなく、その実効性は喪失しているため、削ることが相当である。

さらに、第41条については､検察庁法施行時における検察事務官の号俸侶ﾘに

辞令が発せられた場合を除く｡）の適用規定であるところ、本附則の対象となる者

も、既に65歳を超えていることから、本附則を適用する場面がなく、その実効性

は喪失しているため、削ることが相当である。

加えて、第42条については、他法令の改正規定であるところ、すでに役割を終

えて実効性は喪失しているため、削ることが相当である。

(4)規定を新設する附則

今般の改正により新設する経過規定及び儲R提供｡意思耐蹴制度に関する規定は、

整理後の尉部服|jに追加する。

（参照条文）

○検輿手法施行令（昭和22年政令第34割

第三条検禦ﾃ法第三十四条及び第三十五条の険事長、高嶺寅察庁の検事､検事正又は地方検察庁の

検事ま､左の各号に掲げるものとする。

一従前の検事長又ljｵ掲刊園食事のした事件の受理その他の行為及び従前の検事長又I対甥同園食事

にあててされた事件の送致その他の行為については、従前の検事長又Iゴｵ観1園式事が所属した裁

判所の所在地を管轄する高等茜畔蜥に対応する高嶺黄輿〒の検事長又ば検事

二従前の検事正又は地方表畔I所検事若しくは殴畔I卵黄事のした事件の受理その他の行為及び従

前の険事正又は地旙畔l所検事若しくは殴畔ﾘ胴食事にあててされた事件の送致その他の行為に

ついては､従前の検事正又は地方表畔I所検事若しくは欧畔'｣所検事が所属した麦畔'断0万1在地を

管轄する地方表畔I所に対応する地方検察庁（当該地方表畔胴Tがないときは、法務総裁の指定する

地方検調〒）の検事正又は検事
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検察官の俸給等に関する法律朧ll第5条から第10条について

○検察官の俸給等に関する法律附則第5条から第10条（第6条及び第7条を削る）

第五条この法律は、公布の日から、これを施行する。

六条この法律の規定による俸給その他の給与（旅費を除く｡）は、昭禾ﾛ二十三年一月
I

~1第六条この法律

一日に遡及してこれを支給する。

〆l'た俸給その他の給 前項②昭和二十三年一月一日以降すでに支給さオ 与は、 の規定に よ

り支給されるべき俸給その他の給与の内払いとみなし、これを超える額（退職手当及

び死亡賜金にかかる部分の金額を除く｡）は､所得税法(昭和二十二年法律第二十七割

の適用については、同法第三十八条第一項五号の給与とみなす､

検察官の俸給等の応急的措置に関する法律（昭和二十二年法律第六十六号）は、第七条

これを廃止する。

第八条この法律の規定は、国家公務員法の如何なる条項をも廃止し､若しくは修正し、

又はこれに代わるものではない。

第九条副検事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわら

ず、六十三万四千円とすることができる。

第十条検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第五

号）附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日ま

での間においては、検察官に対する俸給の支給に当たっては、俸給月額（検察官の俸

給等に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第百十八号）附則第三条の

規定による俸給を含芝兄）から、当該俸給月額に次の各号に掲げる検察官の区分に応じ

当該各号に定める害恰を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

一検事総長百分の二十

二東京高等検察庁検事長百分の十五

三次長検事その他の検事長百分の十

四一号から十四号までの俸給を受ける検事及び前条に定める俸給月額の俸給又は一

号から九号までの俸給を受ける副検事百分の九・七七

五十五号から二十号までの俸給を受ける検事及び十号から十六号までの俸給を受け

る副検事百分の七・七七

六十七号の俸給を受ける畠I験事百分の四′七七

②前項の規定により俸給の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合にお

いて、当該額に－円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

③前項に定めるもののほか､第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

h

l
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1概要

検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76農以下｢検察官俸給法」とい

う｡）の尉釧損|｣のうち、既に実効性を喪失した第6条及び第7条を削り、その他の附

則の条名を噸|触自の条名に改めるとともに､定年延長後の検察官の俸給等を規定する

噸llの条文を新設するなどの改正を行う。

2改正の趣旨及び内容

(1)検察官俸給法の尉台附則の構成

検察官俸給法の尉鄙槻|｣は、第5条から第10条で構成されているところ、その

うち附則第5条から同第8条までは検察官俸給法の制定時のもの、附則第9条は検

察官俸給法の一部改正法（昭和48年法律第99号）により追加されたもの、附則

第10条は「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律

第2農以下｢特例法」という)」の趣旨を踏まえた検察官俸給法の-部改正法(平

成24年法律第5易により卸ﾛされたものである。

(2)規定を維持する噸リ

第5条及び第8条については､法律の施行H調及び他の法律との関係等を規定し

たものであり、これらの附則は維持するのが相当である。

また、第9条は、畠|険事の俸給月額について、糊ﾘのものに限り、俸給法第2条

別表によらない額とすることができる旨の規定であるところ、その適用を受ける職

員が現存する上、畠|験事特号の存続や俸給表への組み入れの要否等については、副

検事特号を取り巻く状況の変ｲ時を考慮しつつ検討していくべき事項であり、実効

性を喪失していないことから、規定を維持する必要性がある。

次に、第10条は、平成24年4月1日から同26年3月31日までの間（以下

「特例期間」という｡）における検察官に対する俸給の支給に当たり、当該俸給月

額に一定害恰を乗じて得た額を減じて支給することなどを定める規定であるとこ

ろ、新たに同条の適用を受けて俸給が支給される職員はいな凪

しかしながら、同条は､検察官の平均給与額に関する国家公務員災害補償法の適

用の特例を定める検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年

法律第5罰第2条に引用されており、今後においても，検察官が特例期間中に公

務上の災害を受けたことにより、国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191

割第4条第4項の規定に基づき検察官の給与額を計算する場合に適用されること

から、実効性は喪失しておらず、規定を維持する必要がある。

なお、今般の改正に伴い、本則と通し条名となっている附則については、附貝|触

自の条名に改めることが相当であることから、第5条を附則第1条に、第8条から

第10条を陥り第2条から第4条に、それぞれ改める。
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併せて、平成22年11月SO日付け内閣法制局長官決定「法令における漢字使

用等について｣に従った表記とし､国家公務員法の法律番号を示す必要があるため、

改正対象とする第8条中の「の如何なる」を「(昭和二十二年法律第百二十号）の

いかなる」に改める。

(3)規定を削る賊|j

第6条第1項は俸給法の遡及適用を定める規定であり、同条第2項は昭和23年

1月1日以降検察官俸給法の施行日である昭和23年7月1日までの間にすでに

支給された俸給その他の給与に関するみなし規定であるところ、いずれも既に実効

性を喪失しているため、削ることが相当である。

なお、所1号税法（昭和22年法律第27‘割は昭和40年法律第33号により全

部改正されているが、当該改正の際第6条2項は改正されておらず、同項は、そ

の時点で実効性を喪失していたと考えられる。

次に、第7条は､検察官の俸給等の応急措置に関する法律（昭和22年法律第6

6尉を廃止する規定であるところ、既に実効性を喪失しているため、削ることが

相当である。

(4)規定を新設する噸|」

今般の改正により新設する定年延長後の検察官の俸給等に関する規定は､整理後

の尉部眼|｣に追力ける。

惨照条文）

○国家公務員の給与の改定及〔)臨時特例に関する法律佃召和24年法律第2罰

第九条この章の規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間似下｢特例期間｣という｡）

においては､一般淵合与法第六綿一項各号に掴ずる俸給表の適用を受ける職員個家公務員法(昭

和二十二年法律第百二十割第二条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じb）に対する俸

給月額(明可攝卜七年改正渕付員ll第十一条の規定による俸給を含み、当該職員が一般瀦妹合与卿付員ll第

六項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた俸給

月額（同条の規定による俸給を含む,）をいう。以下同じ｡）の支給に当たっては、俸給月額から、

俸給月額に、当該凋眞に適用される次の表の｣二欄に掴ずる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級

又は号俸の区分に応じそｵIそｵu司表の下欄に定める害恰似下｢支給瀧率」という｡）を乗じて得

た額に相当する額を減ずる。

旙の級又は-岩
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【第4条関係】検察庁法の一部改正

｢検察庁法第9条について」

（検事正の資格要件等）

第九条

除く。）

各地方検察庁に検事正各一人を置き、一級の検事（年齢が六十三年に達した者を

をもって充てる。

②検事正は、庁務を掌理し、空2、その庁及びその庁の対応する裁判所の管轄区域内に

在る区検察庁の職員を指揮監督する。

1 ．規定の趣旨

本条は、検事正の任命資格並びにその庁務掌理権及び指揮監督権について規定するも

のである。

2規定の内容

（1） 改正の概要

一般職の国家公務員において導入される管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏ま

えた仕組みとして、現在の定年である63歳に達した検事について検事正に充て

ることができる者から除くこととする。

(参考1）検察官及び「官」と「職」について

検察庁法上、検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とされ（検察庁

法第3条、第22条)、これらは、いずれも官名であるとされている（伊藤栄樹著｢新版

検察庁法逐条解説」 31頁)。そして、他の一般職の国家公務員については、 「官」と「職」

の区別を廃し、 「官職」とされている（国家公務員法第34条）のに対し、検察庁法第16条

が「検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、これを補する。副検事は、区検察庁の検察

官の職のみにこれを補するものとする｡」と定めるように、検察官については、検察庁法上、

「官」と「職」の概念が維持され、 「官」への任官行為と「職」への補職行為が行われる（一

官一職である検事総長及び次長検事を除く。)。

したがって、検察官については、他の一般職の国家公務員における「官職」の概念は採用さ

れておらず（仮に用いられることがあっても「官」と「職」の総称として用いられるにすぎず

他の一般職の国家公務員の場合におけるそれとは意味内容が異なる｡)、例えば､地方検察庁の

長とされる「検事正」 （検察庁法第9条）は、官名ではなく、検事をもって充てられる職名で

ある（同条第1項)。

(参考2）検事正について

検事正は、全国SOか所の地方裁判所に対応して置かれる地方検察庁に各1人ずつ置

かれ、それぞれ地方検察庁の庁務を掌理し、かつ、その庁及びその庁の対応する裁判所

の管轄区域内にある区検察庁の職員を指揮監督するものであって（検察庁法第9条第2

項)、検事総長（検察庁法第7条第1項）や検事長（検察庁法第8条第1項）のように「庁

の長」であるとの明文はないものの、地方検察庁の長であることは明らかであるとされ

る（伊藤栄樹著「新版検察庁法逐条解説」 60頁)。

(参考S)検察官の『級」にういて
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検察庁法第9条第1項において、検事正は、 「一級の検事」を充てることとされている

ように、検察庁法においては、 「級」の概念が存在し、検事総長、次長検事及び検事長は

一級、検事は一級又は二級、副検事は二級とされ（検察庁法第9条第1項、第15条)、

一級の検察官と二級の検察官は、それぞれ別に任命資格が定められている（検察庁法第

1g条、第19条)。

これは、検察庁法制定当時に施行されていた「官吏任用叙級令」 （昭和21年勅令第1

go号）第1条において、 「親任式ヲ以テ任ズル官ヲ除クノ外官ヲ分チテー級、二級及三

級トス」と規定されていたことから、この区分に対応して置かれたものであるところ、

その後、昭和25年の人事院規則B-1 (職員の任用及び叙級）の一部改正においても、

「官の級別は、廃止する。但し、特別職に属する官、裁判所の職員の官及び特に法律の規

定により官の各級別に応じてそれぞれ任用及び叙級の資格が定められている官の級別は、

なお、従前の例による」ものとされたことから、例外的に存続することとなったもので

ある。

しかしながら、昭和27年6月1日、人事院規則S-22 (職員の任免）の施行に伴

い、人事院規則g-1 (職員の任用及び叙級）が廃止されることとなったことから、公務

員の叙級の制度は全面的に廃止された。

そのため、現在、検察庁法における「級」については、検察庁法第18条、第19条と

の関係において、検察官の任命資格を明らかにする意味のみを有し、同法第9条第1項

が検事正は一級の検事をもって充てる旨定めていることは、同法第19条と相まって、

検事正となるためには、一定の経験年数ないし経歴を要することを明らかにしている点

において実質的な意味があるとされている（伊藤栄樹著「新版検察庁法逐条解説」6
1 ， 62， 1 15頁)。

(2) 改正の理由及び内容

ア管理監督職勤務上限年齢制を検察官に導入できない理由について

一般職の国家公務員については、定年を65歳まで延長しつつ、組織の新陳

代謝を確保し、組織活力を維持するため、管理監督職勤務上限年齢制を導入す

ることとし、その年齢は現行の定年年齢とされている。

かかる議論は、検察官にも基本的に妥当するが、他方、検察官については、検

察庁法第4条及び第6条により、全ての検察官が、刑事について、公訴を行い、

裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を監督し、いかなる犯罪につい

ても捜査をすることができる（これらの権限は「検察権」と呼ばれ、検察庁法第

4条及び第6条に規定する検察官の事務は「検察事務」 と呼ばれる｡） とされ、

このような検察権については、個々の検察官に属するものであって、法務大臣

等が有する権限を個々の検察官が分掌するものではないから、他の一般職の国

家公務員と異なり、検察官ごとに有する検察権の内容、程度が異なるというこ
とはない。

そのため、他の一般職の国家公務員において採用されている職制上の段階（国

家公務員法第34条）は採用されておらず、職制上の段階を前提とした「降任」
は観念し得ない（例えば、検事正からいわゆる「平検事」に異動する場合であっ

ても「降任」ではない｡)。

また、他の一般職の国家公務員の職務が「複雑、困難及び責任の度に基づき、

これを俸給表に定める職務の級（指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては、

同表に定める号俸）に分類する」とされている（一般職給与法第6条第3項）の

に対し、検察官については、前記のとおり、職制上の段階という概念がないこと

から、検察官の俸給を定める検察官俸給法において、職務の級の定めはなく、号

俸のみが定められた独自の俸給表が設けられ、その号俸は検事正といった一定

の職と結びついていないため、降給を伴う 「転任jも観念し得ない（例えば、検
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事正であることと号俸は連動することとはされておらず、検事正からいわゆる

「平検事」に異動した場合でも、降給を伴わない｡)。よって、検察官については

転任（配置換え）に伴う降給も観念し得ない。

したがって、検察官については、今回導入される管理監督職勤務上限年齢制

のように、一定の級や号俸と結びついた対象官職から、それ以外の官職への降

任や他の一般職の国家公務員と同じ意味での降給を伴う転任がそもそも観念し

得ず、他の一般職の国家公務員の場合と同様の管理監督職勤務上限年齢制を導

入することは制度上できない。

イ検察官についても管理監督職勤務上限年齢制を踏まえた仕組みを導入するこ

とについて

一般職の国家公務員については､定年を65歳まで延長しつつ、組織の新陳

代謝を確保し、組織活力を維持するため、管理監督職勤務上限年齢制を導入す

ることとされており、かかる議論は、検察官にも基本的に妥当するところ、前記

のとおり、検事正は地方検察庁の長であって、組織の新陳代謝を確保し、その活

力を維持するという管理監督職勤務上限年齢制の趣旨がまさに妥当することか

ら、その趣旨を踏まえた仕組みを実現するため、検事である検事正につき、現在

の定年である63歳に達した者を除くこととする。

ウ検察庁法第9条第1項を改正し「検事（年齢が六十三年に達した者を除く。）」

と規定する理由

一般職の国家公務員における管理監督職勤務上限年齢制について定めた改正

国家公務員法第81条の2第1項においては、 「任命権者は､管理監督職(中略）

を占める職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達して

いる職員について、異動期間（当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日

から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下この款において同

じ｡） （中略）に、管理監督職以外の官職又は当該管理監督職に係る管理監督職勤

務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職（中略）への降任又は転任（降

給を伴う転任に限る。 （中略)）をするものとする。 （後略)」 と規定されるが、検

察官については、 「官職｣の概念がなく、降任又は降給を伴う転任も観念し得な

い上、検事正については飽くまで検事が補職されるものにすぎないことから、

このような規定を設けることは困難である。

そのため、検事正について、管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕

組みを導入するためには、補職要件として年齢制限を規定することが相当であ

る。

そして、検事正についての補職要件を規定した条文は、検察庁法第9条第1

項であることから、同項を改正することとする。

具体的な規定ぶりについては、補職要件を満たさない者は当然に検事正とな

ることができなくなるため、 「一級の検事（年齢が六十三年に達した者を除く。）」

と規定することにより、年齢63歳に達した者は検事正の「職」を失うこととな

り、また、年齢が63歳に達した者については検事正に補職し得なくなるため、
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他の一般職の国家公務員における管理監督職勤務上限年齢制のように検事正か

ら外す規定と検事正への補職を制限する規定の双方を設ける必要はない。

また、一定の年齢に達した場合に例外的に降任等される管理監督職勤務上限

年齢制の趣旨からすれば、 63歳に達しないことを積極的な補職要件とするの

は相当ではなく、消極的要件として定められるべきものと考えられ、その趣旨

を表すため、 「検事（年齢が六十三年に達した者を除く。)」 と規定する。

（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）

第三条検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。

第四条検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判
の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるとき
は、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に
属させた事務を行う。

第六条検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。

②検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定めるところに
よる。

第七条検事総長は、最高検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、すべての検察庁の職員を指
揮監督する。

②次長検事は、最高検察庁に属し、検事総長を補佐し、又、検事総長に事故のあるとき、又は

検事総長が欠けたときは、その職務を行う。

第八条検事長は、高等検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、その庁並びにその庁の対応す
る裁判所の管轄区域内に在る地方検察庁及び区検察庁の職員を指揮監督する。

第九条各地方検察庁に検事正各一人を置き、一級の検事を以てこれに充てる。

②検事正は、庁務を掌理し、且つ、その庁及びその庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る区
検察庁の職員を指揮監督する。

第十六条検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、 これを補する。

②副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。

第二十二条検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した
時に退官する。

○国家公務員法（昭和22年法律第120号）

第三十四条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一採用職員以外の者を官職に任命すること （臨時的任用を除く。）をいう。

二昇任職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任

命することをいう。

三降任職員をその職員が現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任

命することをいう。

四転任職員をその職員が現に任命されている官職以外の官職に任命することであって前二号
に定めるものに該当しないものをいう。

五標準職務遂行能力職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求め
られる能力として内閣総理大臣が定めるものをいう。

六幹部職員内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第五十条若しくは国家行政組織法第六
条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官若しくは同法第二十一条第一項に規

定する局長若しくは部長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であって政令で定めるもの（以下
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「幹部職」 という｡）を占める職員をいう。

七管理職員国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長若しくは室長の官職又はこれら

の官職に準ずる官職であって政令で定めるもの（以下「管理職」という｡）を占める職員をいう。

②前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、課長補佐、課長その他の官職とし、職制上の段階及

び職務の種類に応じ、政令で定める。

一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号）

第六条 （略）

2 （略）

3職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級（指定職

俸給表の適用を受ける職員にあっては、同表に定める号俸）に分類するものとし、その分類の基

○

準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。
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｢検察庁法第10条について」

（区検察庁の上席検察官等）

第十条二人以上の検事又は検事及び副検事の属する各区検察庁に上席検察官各一人を置

き、検事（年齢が六十三年に達した者を除く｡）をもって充てる。

②上席検察官の置かれた各区検察庁においては、その庁の上席検察官が、その他の各区

検察庁においては、その庁に属する検事又は副検事（副検事が二人以上あるときは、検

事正の指定する副検事）が庁務を掌理し、かつ、その庁の職員を指揮監督する。

1 ．規定の趣旨

本条は、区検察庁の上席検察官の任命資格を規定するとともに、区検察庁における庁

務掌理及び職員の指揮監督について規定するものである。

2規定の内容

（1） 改正の概要

一般職の国家公務員において導入される管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏ま

えた仕組みとして、現在の定年である63歳に達した検事について上席検察官に

充てることができる者から除くこととする。

(参考）上席検察官について

上席検察官は､検事正と同様に検事が充てられる職であり（検察庁法第10条第1項)《

全国438か所の簡易裁判所に対応して置かれる区検察庁の庁務を掌理し、その庁の職員

を指揮監督する（同条第2項)。

このような上席検察官は、2人以上の検事又は検事及び副検事の属する各区検察庁に1

名置かれることとされ、それ以外の各区検察庁においては、その庁に属する検事又は副検

事（副検事が2人以上あるときは、検事正の指定する副検事）が庁務を掌理し、かつ、そ

の庁の職員を指揮監督することとされている。

すなわち、現行法においては、

○複数の検事が勤務する庁においては、そのうち1名の検事が上席検察官

○複数の検事と1人の副検事とが勤務する庁においては､そのうち1名の検事が上席検

察官

○複数の検事と複数の副検事とが勤務する庁においては、そのうち1名の検事が上席検

察官

○ 1人の検事と1人の副検事とが勤務する庁においては、その1名の検事が上席検察官

○ 1人の検事と複数の副検事とが勤務する庁においては、その1名の検事が上席検察官

として置かれることとなり、

○ 1人の検事が勤務する庁においては、その1人の検事が庁務を掌理し、その庁の職員

を指揮監督する
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○ 1人の副検事が勤務する庁においては、その1人の副検事が庁務を掌理し、その庁の

職員を指揮監督する

○複数の副検事が勤務する庁については、そのうちの検事正が指定する1人の副検事が

庁務を掌理し、その庁の職員を指揮監督する

こととなる（伊藤栄樹著「新版検察庁法逐条解説」 64頁)。

(2) 改正の理由及び内容

ア上席検察官に充てる検事から63歳に達した者を除くことについて

前記のとおり、検察官については、一般職の国家公務員の場合と同様の管理

監督職勤務上限年齢制を導入することは制度上できない。

もっとも、上席検察官は、 2人以上の検事又は検事及び副検事が属する区検

察庁に置くこととされ、その庁務を掌理し、その庁の職員を指揮監督する「職」

であることからすれば、組織の新陳代謝を確保し、その活力を維持するという

管理監督職勤務上限年齢制の趣旨が妥当し、その趣旨を踏まえた仕組みを実現
するため、検事正と同様に、上席検察官に充てる検事から63歳に達した者を

除くこととする。

なお、上席検察官については、検事正とは異なり、法律上、一級の検事に限定

されないものであるものの、複数の検事又は検事及び副検事が属する区検察庁

において、中堅検事の能力の伸長に適した時期に上席検察官として他の検察官

を含めた職員を指揮監督させる経験を積ませて育成を行うことにつながるもの

でもあることから、組織の新陳代謝を確保し、その活力を維持するという管理

監督職勤務上限年齢制の趣旨が妥当する。

イ改正後の検察庁法第10条第1項、第2項の適用関係について

検察庁法第10条第1項により、 2人以上の検事又は検事及び副検事の属す

る各区検察庁においては、上席検察官各1人を置くこととされ、検事をもって

これに充てることとされている。なお、検察庁法第10条第1項は、 2人以上の

検事又は検事及び副検事の属する各区検察庁においては、上席検察官各1名を

置くことを法律上求めているものと解される。なぜなら、検察庁法第10条第

2項は、上席検察官が置かれていない「その他の各区検察庁」においては、 「そ

の庁に属する検事又は副検事（副検事が二人以上あるときは、検事正の指定す

る副検事）が庁務を掌理し、かつ、その庁の職員を指揮監督する。」 と規定して

おり、検事が2人以上あるときに検事正が庁務掌理検察官を指名することにつ

いては規定していないところ、これは、検事が2人以上あるときは、同条第1項

により上席検察官が必ず置かれることを前提としていると解されるからである。

そして、検察庁法第10条第1項の改正後は、上席検察官を置くこととされ

ている各区検察庁においては、検事をもってこれに充てることとすることは変

わらないものの、上席検察官に充てられる検事は、年齢が63歳に達していな

い者であることが求められることから、 2人以上の検事又は検事及び副検事の

属する各区検察庁においては、上席検察官に充てるため、法律上、年齢が63歳

に達しない検事を配置することが求められることとなる。

／
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すなわち、例えば、 62歳の検事と50歳の副検事が属する区検察庁におい

ては、上席検察官である当該検事が63歳に達したときに、 63歳に達してい

ない検事を配置して新たに上席検察官に充てることなどが必要となる。また、

例えば62歳の検事と58歳の検事が属する区検察庁において、 62歳の検事

が上席検察官である場合は、当該検事が63歳に達したときに、 58歳の検事

を新たに上席検察官に充てることが必要となる。

このことは、改正後の検察庁法第10条第1項と同様の規定である改正後の

第9条第1項により、地方検察庁では、検事正に充てることができる63歳に

達しない一級の検事を配置することが求められることと同様である（検察庁法

第10条には第2項が置かれているが、まずは同条第1項が適用されて63歳

に達しない検事を配置することが求められることに変わりはない｡）。

したがって、 63歳に達した者を上席検察官に充てる検事から除く本改正に

より、上席検察官に充てられる検事以外の「2人以上の検事又は検事及び副検

事」 （検察庁法第10条第1項）の年齢については特段問題とならないことから、

検察庁法第10条第1項の法文上、 これらの年齢を限定する必要はない。

また、上席検察官が置かれない場合に区検察庁の庁務を掌理し、職員を指揮

監督する検察官が置かれる場面は改正前と同様となり、同検察官については前

記のとおり、 63歳に達した者を除くこととはしないため、検察庁法第10条

第2項の適用関係にも変更はなく、法文上の手当も不要である。

ウ上席検察官と上席検察官の置かれない各区検察庁の庁務を掌理し、その庁の職

員を指揮監督する検察官との違いについて

上席検察官と上席検察官の置かれない各区検察庁の庁務を掌理し、その庁の職

員を指揮監督する検察官は、その権限において違いはない。しかしながら、前者

については、 2人以上の検事又は検事及び副検事の属する庁に置かれ、他の検事

を含めた検察官を指揮監督し得る立場にある上、後者は飽くまで上席検察官が置

かれていない場合の事務分担であるにすぎないため、単なる事務分担を対象官職

とはしない管理監督職勤務上限年齢制とも整合しない。

したがって、前者については管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組

みを導入して63歳に達した者を除くこととするが、後者については、そのよう

な仕組みを導入しない。

（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）

第七条検事総長は、最高検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、すべての検察庁の職員を指
揮監督する。

②次長検事は、最高検察庁に属し、検事総長を補佐し、又、検事総長に事故のあるとき、又は

検事総長が欠けたときは、その職務を行う。

第八条検事長は、高等検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、その庁並びにその庁の対応す

る裁判所の管轄区域内に在る地方検察庁及び区検察庁の職員を指揮監督する。
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第九条各地方検察庁に検事正各一人を置き、一級の検事を以てこれに充てる。

②検事正は、庁務を掌理し、且つ、その庁及びその庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る区
検察庁の職員を指揮監督する。

第十条二人以上の検事又は検事及び畠ll検事の属する各区検察庁に上席検察官各一人を置き、
検事を以てこれに充てる。

②上席検察官の置かれた各区検察庁においては、その庁の上席検察官が、その他の各区検察庁
においては、その庁に属する検事又は副検事（副検事が二人以上あるときは、検事正の指定す

る畠ll検事）が庁務を掌理し、且つ、その庁の職員を指揮監督する。

第十六条検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、これを補する。

②副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。
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「検察庁法第20条について」

(検察官の欠格事由及び次長検事等の任命資格）

第二十条他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者の瞳

か、次の各号のいずれかに該当する者は、検察官に任命することができない。

一禁銅以上の刑に処せられた者

二弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

②
－

言0台旬、＋H

■ マー ■ｰ

た者は、次長検事又は検事長に任命することができない。

1 ．規定の趣旨

本条は､第1項において検察官の欠格事由について､第2項において次長検事及び検事

長の任命資格について規定するものである（第2項新設)。

2．規定の内容

（1） 改正の概要

次長検事及び検事長については、一般職の国家公務員において導入される管理監

督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みを実現するため、改正検察庁法第2

2条第2項において、現行の定年である63歳に達したときは、 63歳に達した

日の翌日に、検事に任命されるものとするところ、63歳に達した者については、

次長検事又は検事長に任命することができないこととする。

(2) 改正の理由及び内容

ア 63歳に達した次長検事及び検事長につき、管理監督職勤務上限年齢制の趣

旨を踏まえた仕組みを導入することについて

一般職の国家公務員については、定年を65歳まで延長しつつ、新陳代謝を確

保し、組織活力を維持するため、管理監督職勤務上限年齢制を導入することとし、

その年齢は原則として現行の定年年齢とされている。

かかる議論は、検察官である次長検事及び検事長にも基本的に妥当し、その趣

旨を踏まえ、現行の定年年齢である63歳に達したときに検事とする仕組みを

導入する。

ただし、他の一般職の国家公務員については、 「官」 と 「職」の区別を廃し、 「官

職」とされている（国家公務員法第34条）のに対し、検察官については、検察庁法

第3条において「検察官は、検事総長、次長検事､検事長、検事及び副検事とする｡」

とされた上で、同法第16条において「検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣

が、 これを補する。副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとす

る｡」 と定められるように、検察庁法上、 「官」 と 「職」の概念が維持され、 「官」へ

の任命と「職」への補職が行われており、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副

検事はそれぞれ別の「官」 としてその任免や任用資格が定められている（検察庁法

15条、第18条、第19条)。
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そのため､検察官相互において、 「官｣が異なる人事異動が行われる場合(例えば、

検事を検事長とする場合など）には、改めて新たな「官」に任命することとなる（一

官一職である検事総長及び次長検事を除き、更に補職が行われる（検察庁法第16

条第1項)｡)。

そこで、次長検事及び検事長につき、他の一般職の国家公務員に導入される管理

監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みを実現し、現行定年である63歳に

達した次長検事及び検事長を検事とするためには、 「職」である検事正及び上席検察

官の場合とは異なり、改めて別の官である検事に任命する必要がある。

したがって、次長検事及び検事長については、現行の定年である63歳に達した

ときは、 63歳に達した日の翌日に、検事に任命されるものとする（改正検察庁法

第22条第2項)。

イ検察庁法第20条第2項を新設する趣旨について

改正国家公務員法は、第81条の2において、管理監督職勤務上限年齢による降

任等について定めつつ、第81条の3において、管理監督職上限年齢に達している

者につき、異動期間の末日の翌日 （他の官職への降任等をされた職員にあっては当

該他の官職への降任等をされた日）以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任

し、又は転任することができないこととする。

検察官についても、管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえ、改正国家公務員

法第81条のSの規定と同様に、 63歳に達した者を次長検事又は検事長に任命す

ることができないこととする。

なお、他の一般職の国家公務員については、 「管理監督職に採用し、昇任し、降任

し、又は転任することができない」 とするところ、検察官については、次長検事又

は検事長とされるには、検察庁法第15条1項により、内閣の任命が必要とされて

いることから、 「任命することができない」 と定めることで足りる。

また、改正国家公務員法第81条の3は、異動期間の末日の翌日 （他の官職への

降任等をされた職員にあっては、当該他の官職への降任等をされた日）以後に管理

監督職に採用等をすることができないとしているが、改正検察庁法第22条第2項

は、 「次長検事及び検事長は、年齢が六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達

した日の翌日に、検事に任命されるものとする｡」と定め、誕生日を基準として検事

に任命されることとしてお叺異動期間を設定せず誕生日を基準日とする。その上

で、改正検察庁法第22条第2項において定める「年齢が六十三年に達した者」 と

は、誕生日前日の終了時点を迎えた者を指すことから、それ以後、次長検事及び検

事長に任命することができないこととすれば足りる。

ウ検察庁法第20条第2項において定める理由について

改正検察庁法第20条第2項は、一定の年齢をもって次長検事及び検事長という

一定の「官」に任命することができないとする規定であるところ、現行の検察庁法

第20条は､一定の者を検察官に任命することができないことを定める規定であり、

検察庁法の体系上、同条第2項に置くのが相当である。



【第4条関係】検察庁法の一部改正

（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）

第三条検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。

第四条検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判

の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるとき

は、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に

属させた事務を行う。

第六条検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。

②検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定めるところに

よる。

第七条検事総長は、最高検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、すべての検察庁の職員を指

揮監督する。

②次長検事は、最高検察庁に属し、検事総長を補佐し、又、検事総長に事故のあるとき、又は

検事総長が欠けたときは、その職務を行う。

第八条検事長は、高等検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、その庁並びにその庁の対応す

る裁判所の管轄区域内に在る地方検察庁及び区検察庁の職員を指揮監督する。

第十五条検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、こ

れを認証する。

② （略）

第十六条検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、 これを補する。

②副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。

第十八条二級の検察官の任命及び叙級は、左の資格の一を有する者に就いてこれを行う。

一司法修習生の修習を終えた者

二裁判官の職に在った者

三三年以上政令で定める大学において法律学の教授又は准教授の職に在った者

②副検事は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者で政令で定める審議会等

（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関をいう｡）の選考を経たも

のの中からもこれを任命することができる。

一裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）第六十六条第一項の試験に合格した者

二三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職に在った者

③三年以上畠ll検事の職に在って政令で定める考試を経た者は、第一項の規定にかかわらず、これを

二級の検事に任命及び叙級することができる。

第十九条一級の検察官の任命及び叙級は、次の各号に掲げる資格のいずれかを有する者についてこ

れを行う。

一八年以上二級の検事、判事補、簡易裁判所判事又は弁護士の職に在った者

二最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官又は判事の職に在った者

三前条第一項第一号又は第三号の資格を得た後八年以上法務省の事務次官、最高裁判所事務総長

若しくは裁判所調査官又は二級以上の法務事務官、法務教官、裁判所事務官、司法研修所教官若

しくは裁判所職員総合研修所教官の職に在った者

四前条第一項第一号又は第三号の資格を有し－年以上一級官吏の職に在った者

②前項第一号及び第三号に規定する各職の在職年数は、 これを通算する。

③前条第三項の規定により検事に任命された者は、第一項第三号及び第四号の規定の適用について

は、 これを同条第一項第一号の資格を有する者とみなす。

第二十条他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者の外、左の各号

の一に該当する者は、 これを検察官に任命することができない。

一禁銅以上の刑に処せられた者
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二弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

○国家公務員法（昭和22年法律第120号）

第三十四条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

－採用職員以外の者を官職に任命すること （臨時的任用を除く｡）をいう。

二昇任職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任

命することをいう。

三降任職員をその職員が現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任
命することをいう。

四転任職員をその職員が現に任命されている官職以外の官職に任命することであって前二号
に定めるものに該当しないものをいう。

五標準職務遂行能力職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求め

られる能力として内閣総理大臣が定めるものをいう。

六幹部職員内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第五十条若しくは国家行政組織法第六

条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官若しくは同法第二十一条第一項に規
定する局長若しくは部長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であって政令で定めるもの（以下
「幹部職」 という｡）を占める職員をいう。

七管理職員国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長若しくは室長の官職又はこれら

の官職に準ずる官職であって政令で定めるもの（以下「管理職」という｡）を占める職員をいう。
②前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、課長補佐、課長その他の官職とし、職制上の段階及
び職務の種類に応じ、政令で定める。
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｢検察庁法第22条について」

（検察官の定年等）

再築~貝I工電 生干圀

②次長検事及び検事長は、年歯 壬1， .″ 可圭壬1，." 司窒
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の零仁

1 ．規定の趣旨

本条は、第1項において検察官の定年について規定し、第2項において次長検事及び

検事長が現行の定年年齢に達した後、検事に任命される旨規定するものである（第2項

新設)。

2規定の内容

（1） 改正の概要

検察官の定年を65歳に引き上げる。

また、次長検事及び検事長については、一般職の国家公務員において導入される管

理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みを実現するため、現行の定年で

ある63歳に達したときは、 63歳に達した日の翌日に、検事に任命されるもの

とする。

(参考）検察官の定年と検事総長、次長検事及び検事長について

現行の検察庁法上、検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とされ、

その定年については、検事総長は65歳、その他の検察官は63歳に達した時とされて

いる（検察庁法第3条、第22条)。

検事総長は、最高裁判所に対応して置かれる最高検察庁の長として、庁務を掌理し、か

つ、すべての検察庁の職員を指揮監督するもの（1名）、次長検事は、最高検察庁に属し、

検事総長を補佐し、又、検事総長に事故のあるとき又は検事総長が欠けたときは、その

職務を行うもの（1名）、検事長は、高等裁判所（全国Bか所）に対応して置かれる高等

検察庁の長として、庁務を掌理し、かつ、その庁並びにその庁の対応する裁判所の管轄

区域内にある地方検察庁及び区検察庁の職員を指揮監督するもの（8名）であり、いず

れもその任免は、内閣が行い、天皇がこれを認証する（いわゆる認証官）こととされてい

る（検察庁法第7条、第8条、第15条)。

このように、検事総長については、すべての検察組織の最上位に位置し、その定年は、

現行検察庁法上65歳と、他の検察官に比して高く設定されている。

(2) 改正の理由及び内容

ア検察官の定年年齢の引上げについて（第1項）

一般職の国家公務員については、複雑高度化する行政課題に的確に対応し、

質の高い行政サービスを維持していくため、現行定年である60歳を超える者
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の能力及び経験を60歳前と同様に本格的に活用することが不可欠であること
から、定年を引き上げることが必要とされている。

検察官についても、多くの法律、制度の改正が行われ、刑事裁判の様相が大き
く様変わりしているといった複雑高度化する課題がある中で、迅速かつ適正に

犯罪の真相を解明し、処罰すべき者があれば公訴を提起し、その上で適切な科
刑を実現するなどの職責を今後も果たしていくためには、他の国家公務員と同
様、現行定年を超える者の能力及び経験を本格的に活用することが不可欠であ
ることから、他の一般職の国家公務員に倣い、検察官の定年を65歳に引き上
げる （既に65歳定年である検事総長を除く。)。

イ 63歳に達した次長検事及び検事長の検事への任命について（第2項）
前記のとおり、次長検事及び検事長について、管理監督職勤務上限年齢制の
趣旨を踏まえた仕組みを導入することとし、現行の定年である63歳に達したと
きは、 63歳に達した日の翌日に、検事に任命されるものとする。

ウ異動期間について

他の一般職の国家公務員については、管理監督職勤務上限年齢により異動させる
時期を特定の日に限定すると、異動させた職員の後任者を速やかに得られないこと
などにより公務の運営に重大な支障を来すおそれがあることなどから、管理監督職
勤務上限年齢に達した日 (60歳の誕生日前日）の翌日から同日以後における最初
の4月1日までの間（異動期間）に、対象官職以外の官職へ降任等を行うこととさ
れるが、前記のとおり、検察官には降任が観念し得ないため同意を得ることなく前
倒しで異動させることも可能であり、他の一般職の国家公務員と比して柔軟な人事
管理が可能であることに加え、他の一般職の国家公務員とは異なり、 63歳に達し
た時（誕生日前日の終了時点）に退官することとされ、誕生日を基準としているこ
とから （検察庁法第22条)、異動期間を設けない。

エ次長検事及び検事長につき管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕
組みを実現するための規定を改正検察庁法第22条第2項において定める理由
について

管理監督職勤務上限年齢制を定める改正国家公務員法第81条の2は、定年
退職の規定である改正国家公務員法第81条の6とは別の条とされているとこ

ろ、管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みを導入するために設け
る改正検察庁法第22条第2項についても、改正国家公務員法と同様に、改正
検察庁法第22条第1項とは別の条とすることも考えられる。

この点、他の一般職の国家公務員における管理監督職勤務上限年齢制と定年
退職とは、前者が降任又は降給を伴う転任をするとされ、後者が退職すること
となるもので、その効果を全く異にする。

一方、検察官について管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みを
導入するために設ける改正検察庁法第22条第2項は、次長検事又は検事長が
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一定の年齢に達することにより、次長検事又は検事長という 「官」を失う場面を

定める規定であるところ、検察官の定年退官を定める改正検察庁法第22条第

1項についても、検察官が一定の年齢に達することにより、検察官としての身

分を失う場面を定めた規定であって、性質に類似性がある（なお、検察庁法第2

5条は、 「検察官は、前三条の場合を除いては、その意に反して、その官を失い、

職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。 （後略)」とされ、検察庁法

第22条は、 「前三条の場合」に含まれるところ、新設する検察庁法第22条第

2項は、年齢を理由に次長検事及び検事長の「官」を奪う場合に該当し得るた

め、検察庁法第25条を改正して、同条による同法第22条への適用を同条第
1項に限る改正を行う必要はない｡)。

したがって、次長検事及び検事長につき管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を

踏まえた仕組みを実現するための規定を改正検察庁法第22条第2項において

定める必要がある。

オ改正国家公務員法と同様に「任命権者は」 との記載としない理由について

改正国家公務員法第81条の2は、 「任命権者は、管理監督職（中略）を占め

る職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している職

員について、異動期間（当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同

日以後における最初の四月一日までの間をいう｡以下この款において同じ｡） （中

略）に、管理監督職以外の官職（中略）への降任又は転任（降給を伴う転任に限

る。 （中略)）をするものとする。 （後略)」 と定め、降任又は転任の主体を法文上
明らかにしている。

一方、改正検察庁法第22条第2項においては、 「次長検事及び検事長は、年

齢が六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に、検事に任
命されるものとする｡」 とし、法文上、その主体を明らかにしていない。

そして、改正検察庁法第22条第2項は、観念的には、次長検事及び検事長の

「官」を免じ、同時に別の「官」である検事に任命するものであるところ、検察

庁法上、次長検事及び検事長の「官」を免じることについては、検察庁法第15

条第1項において、 「その任免は､内閣が行い、天皇が、これを認証する｡」 とさ

れ、一方、検事を任命することについては、国家公務員法第55条第1項により
法務大臣が任命権者とされる。

このような検察官の任免に関する主体の在り方を踏まえ、検察庁法及び国家

公務員法上明らかである次長検事及び検事長を検事に任命する主体については、
改正検察庁法第22条第2項において明記しないこととする。

なお、改正検察庁法第22条第2項と同様に人事異動に関してその主体を明

記しない用例として、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成21年法律第4

8号）第11条第3項「臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関す

る調査審議が終了したときは、解任されるものとする｡｣、外務公務員法（昭和2

7年法律第41号）第8条第6項「前二項の外務公務員は、その任務を終了した

ときは、解任されるものとする｡」などがある。
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（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）

第三条検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。

第四条検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判

の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるとき

は、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に

属させた事務を行う。

第六条検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。

②検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定めるところに

よる。

第七条検事総長は、最高検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、すべての検察庁の職員を指

揮監督する。

②次長検事は、最高検察庁に属し、検事総長を補佐し、又、検事総長に事故のあるとき、又は

検事総長が欠けたときは、その職務を行う。

第八条検事長は、高等検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、その庁並びにその庁の対応す

る裁判所の管轄区域内に在る地方検察庁及び区検察庁の職員を指揮監督する。

第十五条検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、こ

れを認証する。

② （略）

第十六条検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、 これを補する。

②副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。

第十八条二級の検察官の任命及び叙級は、左の資格の一を有する者に就いてこれを行う。

一司法修習生の修習を終えた者

二裁判官の職に在った者

三三年以上政令で定める大学において法律学の教授又は准教授の職に在った者

②副検事は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者で政令で定める審議会等

（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関をいう｡）の選考を経たも

のの中からもこれを任命することができる。

一裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）第六十六条第一項の試験に合格した者

二三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職に在った者

③三年以上副検事の職に在って政令で定める考試を経た者は、第一項の規定にかかわらず、これを

二級の検事に任命及び叙級することができる。

第十九条一級の検察官の任命及び叙級は、次の各号に掲げる資格のいずれかを有する者についてこ

れを行う。

一八年以上二級の検事、判事補、簡易裁判所判事又は弁護士の職に在った者

二最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官又は判事の職に在った者

三前条第一項第一号又は第三号の資格を得た後八年以上法務省の事務次官、最高裁判所事務総長

若しくは裁判所調査官又は二級以上の法務事務官、法務教官、裁判所事務官、司法研修所教官若

しくは裁判所職員総合研修所教官の職に在った者

四前条第一項第一号又は第三号の資格を有し一年以上一級官吏の職に在った者

②前項第一号及び第三号に規定する各職の在職年数は、 これを通算する。

③前条第三項の規定により検事に任命された者は、第一項第三号及び第四号の規定の適用について

は、 これを同条第一項第一号の資格を有する者とみなす。

○国家公務員法 （昭和22年法律第120号）
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第五十五条任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣（内閣 総理大臣

及び各省大臣をいう。以下同じ｡)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長

に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、

内閣の有する任命権は、その直属する機関（内閣府を除く。）に属する官職に限られる。ただし、外

局の長（国家行政組織法第七条第五項に規定する実施庁以外の庁にあっては、外局の幹部職）に対

する任命権は、各大臣に属する。

②。③ （略）

○消費者庁及び消費者委員会設置法（平成21年法律第48号）

第十一条 （略）

2 （略）

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任され
るものとする。

4° 5 （略）

○外務公務員法（昭和27年法律第41号）

第八条 （略）

2～5 （略）

6前二項の外務公務員は、その任務を終了したときは、解任されるものとする。
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｢検察庁法第31条について」

（検察官の定年等）

第三十一条第十五条、第十八条から第二十条まで及び第二十二条から第二十五条まで並

びに附則第三条及び第四条の規定は、国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）附
一

則第四条の規定により、 検察官の職務と責任の特殊性に基づいて、同法の特例を定めた

ものとする。

1 ．規定の趣旨

本条は､検察庁法と国家公務員法との関係について規定するものであり､本条に列挙さ

れた第15条､第18条から第20条まで､第22条から第25条まで､附則第3条及び
第4条の規定が､国家公務員法の特例である旨明示するものである。

2規定の内容

Ll)改正の概要

後記のとおり、改正検察庁法附則第3条においては､令和4年4月1日から令和6年

3月31日までの間における改正検察庁法第22条第1項の規定の適用について定め、
改正検察庁法附則第4条においては､検察官に対し、63歳に達する日以後に適用され

る任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものと

するとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする
規定を設けるところ、改正検察庁法附則第3条及び第4条については、改正国家公務員
法附則第8条及び第9条の特例を定めたものであることから、その旨を明示する。

(2)改正の理由及び内容

一般職の国家公務員である検察官については、国家公務員法が適用されるが、国家公
務員法附貝ﾘ第13条（改正国家公務員法附則第4条）は、一般職に属する職員に関し、
その職務と責任の特殊性に基づいて、国家公務員法の特例を要する場合においては､別
に法律等をもって規定することができると定めている。

検察官については、行政官庁たる各省大臣を組織の内部にあって補佐する立場にあ
る多くの他の一般職の国家公務員とは異なり、各人が法務大臣から独立した行政官庁
として検察事務を遂行するという職務の特殊性を有しており、また、いわば｢準司法官」
として裁判官との権衡を考盧する必要があり、検察庁法において国家公務員法の特例
が規定されている。

そして、検察庁法第B2条の2 (改正検察庁法第31条）は、国家公務員法の特例と

して、検察庁法第15条等を明示する規定であるところ、改正検察庁法附則第3条は検
察官の特殊性により他の一般職の国家公務員とは別に定年が定められていることを前
提として、改正国家公務員法附貝ﾘ第8条の特例を定めるものであり、また、改正検察庁
法附貝ﾘ第4条は､検察官の特殊性により、管理監督職勤務上限年齢制を導入し得ないこ

とや､後記のとおり定年前再任用短時間制を導入し得ないことを前提として、改正国家
公務員法附則第9条の特例を定めるものである。

一
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そのため、改正検察庁法附則第3条及び第4条については､改正検察庁法第31条に

追加し、改正国家公務員法附則第8条及び第9条の特例であることを明示する。

(3) 条ずれについて

検察庁法第29条及び第30条が削除とされていることから、これらを削り、検察

庁法第31条から第32条の2を繰り上げ､改正検察庁法第29条から第31条とす

る。

なお、これに伴い、検察庁法第31条（改正検察庁法第29条）の「互に」を「互

いに」に改める。

（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）

第二十九条及び第三十条削除

第三十一条検察庁の職員は、他の検察庁の職員と各自の取り扱うべき事務について互に必要な補助
をする。

第三十二条検察庁の事務章程は、法務大臣が、 これを定める。

第三十二条のここの法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十

五条の規定は、国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）附則第十三条の規定に

より、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。

○国家公務員法 （昭和22年法律第120号）

附貝リ

第十三条一般職に属する職員に関し、その職務と責任の特殊性に基いて、この法律の特例を要する

場合においては、別に法律又は人事院規則（人事院の所掌する事項以外の事項については、政令）

を以て、 これを規定することができる。但し、その特例は、この法律第一条の精神に反するもので

あってはならない。
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｢検察庁法附則第3条について」

(検察官の定年の段階的引上げ）

第三条 ]Ⅲ 仁

ヨーゲア、、＝四
h_年｜ シある0日V生詮千四

雲｜ ‐プ三上 7）ｲ扣－0）海
壬、－1狙

1 ．規定の趣旨

本条は、検察官の定年引上げの開始時期を、令和4年4月1日とし、 2年に1歳ずつ

の段階的な引上げとするものである。

規定の内容

(1) 定年の引上げ開始時期につき、他の一般職の国家公務員においては、平均寿命の

伸長や少子高齢化が急速に進む中、複雑高齢化する行政課題に的確に対応していくた

めには、知識、技術、経験等が豊富な高齢期の職員を最大限活用するための環境を早

急に整備することが必要であることから、できるだけ早期に定年引上げを開始する必

要があるところであるが、他方で、定年引上げの開始に当たっては、 60歳以降の勤

務に関する意向調査や新規採用を含む人員計画の見直し等が必要であることに鑑み、

法案成立から少なくとも1年超の準備期間が必要となることから、令和4年4月1日

から施行することとされている（実際には、令和5年3月31日退職者から対象｡)。

2

(2) 検察官についても、他の一般職の国家公務員と同様、できるだけ早期に定年引上

げを開始する必要があるところであるが、他方で、他の一般職の国家公務員と同様に

準備期間が必要となることから、令和4年度から施行することとする。そして、検察

官は、定年に達した時に退官することとされていることから、令和4年4月1日退官

者から対象となるが、これは他の一般職の国家公務員において、同一年度内に定年又

は管理監督職勤務上限年齢に達する職員（4月2日から翌年4月1日生まれの職員）

のうち、誕生日が最も早い職員がそれらの年齢に達する日である4月1日から施行す

るという考え方と同様である。

また、定年の引上げ方法につき、他の一般職の国家公務員においては、安定的な新

規採用の継続が困難となることや人事育成上の支障などを理由として、 2年に1歳ず

つの段階的な引上げとされるところ、検察官についても、同様の理由から、 2年に1

歳ずつの段階的な引上げとする（令和6年4月1日に65歳へ引き上げる｡)。

(3) 他の一般職の国家公務員においても、令和4年度から2年に1歳ずつ定年を引き

上げることとしているが、その結果、定年を65歳に引き上げる時期は令和12年度

となり、検察官の定年を65歳に引き上げる時期は他の一般職の国家公務員より早く

なるところ、他の一般職の国家公務員において、できるだけ早期に定年引上げを開始

する必要があり、2年に1歳ずつの段階的な引上げが相当であるとされていることは、
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検察官についても妥当することから、その趣旨を踏まえ、前記のとおり、令和4年度

に64歳、令和6年度に65歳へと定年を引き上げることとする。

(4) なお、検察官における雇用と年金の接続について、公的年金の報酬比例部分の支

給開始年齢が、平成25年度から段階的に65歳へと引き上げられることとされたこ

とにより （令和7年4月に引上げ完了)、他の一般職の国家公務員については、再任用

により65歳まで雇用されなければ無収入期間が生じ得るところ、検察官については、

このような再任用制度が導入されていないことから、現在、定年が63歳に達した時

とされる次長検事、検事長、検事及び副検事については、公的年金の報酬比例部分の

支給開始年齢が満64歳に引き上げられる令和4年4月以降、無収入期間が生じ得る。

このような事態を回避するためにも、検察官について、令和4年度から、段階的に

定年を引き上げる必要がある。

(5) 後記のとおり、本改正に伴い検察庁法の原始附則につき整理を行うこととし､検察

庁法附則第33条及び第36条以外の原始附則を削るとともに、現在、本則と通し条

名となっている原始附則を独自の条名のものに改める。

附則の規定の順序については、当該法令の施行期日に関する規定が最初に置かれる

ことは決まりであり、当該法令の施行に伴う経過措置に関する規定の後ろに既存の他

法令の改正に関する規定が置かれるのもまず変わらないとされている（法制執務研究

会編「新訂ワークブック法制執務（第二版)｣ 270頁） ところ、検察庁法附貝|｣第3

3条は検察庁法の施行期日に関する規定であるため改正検察庁法附貝ﾘ第1条とする。

そして、検察庁法附則第36条と新設する本条はいずれも経過措置に関する規定で

あって、その規定の順序に関して優先関係はないと考えられ、新設する本条を検察庁

法附則第36条（改正検察庁法附則第2条）の次条に定めることに支障はなく、改正

検察庁法附則第3条とする。

（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）

附則

第三十三条この法律は、 日本国憲法施行の日から、 これを施行する。

第三十六条法務大臣は、当分の間、検察官が足りないため必要と認めるときは、区検察庁の検察事

務官にその庁の検察官の事務を取り扱わせることができる。
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｢検察庁法附則第4条について」

（情報提供及び意思確認）

第四条法務大臣は、当分の間、検察官（検事総長を除く｡）が年齢六十三年に達する日の

属する年度の前年度（当該前年度に検察官でなかった者その他の当該前年度においてこ

の条の規定による情報の提供及び意思の確認を行うことができない検察官として法務大
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努めるものとする。

1 ．規定の趣旨

本条は､法務大臣が、当分の間、検事（検事総長を除く。）が63歳に達する日の年度

の前年度において、準貝|｣で定める検察官が63歳に達する日以後に適用される任用、給

与及び退職手当に関する措置の内容その他必要な情報を提供し、同日の翌日以後におけ

る勤務の意思を確認するよう努めるものとするものである。

2規定の内容

（1） 改正国家公務員法附則第9条について

新設される国家公務員法附則第9条は、 「任命権者は、当分の間、職員（中略）が年

齢六十年（中略）に達する日の属する年度の前年度（中略）において、当該職員に対

し、人事院規則で定めるところにより、 （中略）当該職員が年齢六十年に達する日以後

に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供

するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努める

ものとする｡」 と定めることとされた。

かかる規定は、 60歳前の段階において、給与が7割水準となることや管理監督職

勤務上限年齢制により降任。転任され得ることについて職員が十分認識し、定年前再

任用短時間勤務を選択することが可能であることや、退職手当上の取扱いを考慮した

上で、 60歳以降の勤務の意思を決定することができる環境を整備するため、関連す

る規定に係る情報を提供するとともに、給与が7割水準となることや管理監督職勤務
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上限年齢による降任又は転任をされ得ることを受け入れて引き続き勤務するか、受け

入れず退職するかを選択し、その意思を表明できるようにすることが適当であり、加

えて、任命権者にとっても、該当する職員が60歳以降においても引き続き常勤職員

での勤務を希望するか、一旦退職した上で定年前再任用短時間勤務を希望するか、公

務外への転身等を希望するかを確認することは、 60歳職員の人事配置や必要に応じ

てのポスト整備を行う上で望ましいという考えに基づくものである。

(2) 検察官に対する情報提供。意思確認制度について

検察官については、検察庁法に特例を設けない場合、改正国家公務員法附則第9条

が適用されることとなるところ、検察官についても、 63歳に達した日の翌日以降、

俸給月額が7割となり、管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みとして、

次長検事及び検事長は63年に達したときはその翌日に検事に任命されるものとし

つつ、 63歳に達した者を次長検事又は検事長に任命することができないこととし、

また、検事正及び上席検察官については63歳に達した者を除くこととする規定を設

けるのであるから、検察官についても、 63歳に達する日以後に適用される任用等に

関する措置の内容その他必要な情報を提供し、勤務の意思を確認するよう努めること

が必要である。

そして、改正国家公務員法附則第9条は、任命権者を実施主体としているところ、

次長検事及び検事長の任命権者は内閣であるが（検察庁法第15条第1項)、検察庁法

及び検察官俸給法が適用される次長検事及び検事長については、主任の大臣である法

務大臣が情報提供等を行うのが合理的であり、かつ、これらは任命そのものではなく、

情報提供・意思確認という事実行為であって、処分性のある行為ではないことから、

主任の大臣である法務大臣が行うことが許容されると考えられ、法務大臣を実施主体

とするのが相当である。

また、検察官には定年前再任用短時間勤務制は導入されないことから、必ずしも人

事院規則で定められる情報提供等の具体的内容が検察官に沿うものとは限らず、その

内容については法務大臣の定める準則で定めるのが相当である。

そこで、検察官については、情報提供等について検察庁法の附貝|jに特例を設けるこ

ととする。

なお、検事総長については、本改正による影響を受けないことから、対象から除く

こととする。

(3) 「法務大臣が定める準則に従って」とすることについて

検察庁法及び検察官俸給法において定められる検察官又は検察庁に係る事項につい

ての下位規範への委任については、他の一般職の国家公務員においては人事院規則に

委任している事項を含め、人事院規貝Iへの委任を行っていない。そのため、改正検察庁

法附則第4条において定める検察官に係る情報提供｡意思確認の制度について､他の一

般職の国家公務員と同様に人事院規則に委任することは検察庁法及び検察官俸給法の

体系に整合しない。

また、検察庁法はぐ検察庁の事務細貝|｣について、事務章程で定めることとしている
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（検察庁法第32条）が、事務章程は検察庁における事務細則であって、情報提供等を

行うのは法務大臣であることから、これらの事務については､検察庁における事務では

なく、法務省の事務であるといえるため、事務章程に委任することもできない。

そこで､検察官俸給法が、検察官の給与に関する事項については法務大臣が準則で定

めることとしていること（検察官俸給法第3条第1項）や、他の法令において検察官に

関しては準則が人事院規貝|｣と同列に扱われていることから（例えば､平成32年東京オ

リンピック競技大会｡東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33

号)第19条第2項において、 「(前略)給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則(派

遣職員が検察官の俸給等に関する法律（中略）の適用を受ける者である場合にあって

は、同法第三条第一項に規定する準則）で定める｡」 とされている｡)、改正検察庁法附

則第4条における情報提供等に関する事項についても法務大臣が定める準則に委任す
ることとした。

④提供する情報の対象を「年齢六十三年に達する日以後」に適用される任用、給与及

び退職手当に関する措置の内容とすることについて

国家公務員で常時勤務に服することを要する者は原則として国家公務員退職手当法

の対象とされ（同法第2条)、同法は検察官に対しても直接適用されるところ、改正さ

れる国家公務員退職手当法においては、検事総長を除く検察官が63歳に達した日以

後その者の非違によることなく退職した場合に支払われる退職手当の基本額を調整す

る規定が新設された（同法附則第12項)。

そして、同項については､他の一般職の国家公務員についても情報提供の対象となる

ものであるところ（改正国家公務員法附則第9条)、検察官において取扱いを異にする

理由はない。

そこで、検察官が63歳に達した日_から適用される改正国家公務員退職手当法附則

第12項についても情報提供の対象とするため、改正検察庁法附貝I第4条における情

報提供の対象を｢年齢63年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関
する措置の内容」 とする。

(5) 「定年」との文言を用いることについて

改正検察庁法附則第4条は、改正国家公務員法附則第9条に倣い設けるものである

ところ、同条においては、 「定年」 との文言が用いられていることから、 これに倣い、

改正検察庁法附則第4条においても「定年」 との文言を用いる。

なお、検察庁法においては、国家公務員法とは異なり、 「定年」 との文言は用いられ

ていないが、 「定年」 という用語は一般化しており、法令用語辞典（第10次改訂版）

においては｢職員が一定の年齢に達した場合にそのことだけの理由によって、職員をそ

の地位から退かせる制度を定年制といい、その定められた一定の年齢を「定年」 とい

う。」、広辞苑（第7版）においては「法規。規貝ﾘによって退官。退職するきまりになっ

ている年齢」とされており、法律上の定義規定もないことから、これを検察官の定年に

ついて用いることに支障はない。
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（6） 「退職」との文言を用いることについて

改正検察庁法附則第4条においては、 「国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第

百八十二号）附則第十二項から第十五項までの規定による当該検察官が年齢六十三年

に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職した場合に

おける退職手当の基本額を当該検察官が当該退職をした日に定年により退職をしたも

のと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置」 とするところ、

これらはいずれも国家公務員退職手当法の適用場面であることから「退職」との文言を

用いる。

(7) 本条を規定する位置について

前記のとおり、本改正に伴う原始附貝Iの整理により、検察庁法附則第33条及び第3

6条以外の原始附則を削るとともに、本則と通し条名となっている原始附則を独自の

条名のものに改めるところ、本条についても、改正検察庁法附貝ﾘ第3条と同様に、検察

庁法附則第36条と規定の順序に関して優先関係はなく、改正検察庁法附則第3条の

次条とすることにも支障はないことから、新設する本条を改正検察庁法附則第4条と

する。

（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）

第三条検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。

第十六条検事長、検事及び副検事の職は､法務大臣が、 これを補する。

②副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。

第二十二条検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した

時に退官する。

第三十二条検察庁の事務章程は、法務大臣が、 これを定める。

附則

第三十三条この法律は、 日本国憲法施行の日から、 これを施行する。

第三十六条法務大臣は、当分の間、検察官が足りないため必要と認めるときは、区検察庁の検察事

務官にその庁の検察官の事務を取り扱わせることができる。

○国家公務員法（昭和22年法律第120号）

（定義）

第三十四条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一採用職員以外の者を官職に任命すること （臨時的任用を除く。）をいう。

二昇任職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任

命することをいう。

三降任職員をその職員が現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任
命することをいう。

四転任職員をその職員が現に任命されている官職以外の官職に任命することであって前二号
に定めるものに該当しないものをいう。

五標準職務遂行能力職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求め

られる能力として内閣総理大臣が定めるものをいう。

六幹部職員内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第五十条若しくは国家行政組織法第六

条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官若しくは同法第二十一条第一項に規
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定する局長若しくは部長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であって政令で定めるもの（以下

「幹部職」 という｡）を占める職員をいう。

七管理職員国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長若しくは室長の官職又はこれら

の官職に準ずる官職であって政令で定めるもの（以下「管理職」という｡）を占める職員をいう。

②前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、課長補佐、課長その他の官職とし、職制上の段階及

び職務の種類に応じ、政令で定める。

○国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）

第二条この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員（国家公務員

法（昭和二十二年法律第百二十号）第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により

採用された者及びこれらに準ずる他の法令の規定により採用された者並びに独立行政法人通貝ll法

（平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下｢行政執行法人」という｡）

の役員を除く。以下「職員」 という｡）が退職した場合に、その者（死亡による退職の場合には、そ

の遺族）に支給する。

(略）2



【第5条関係】検察官の俸給に関する法律の一部改正

｢検察官の俸給に関する法律附則第5条について」

（現行定年を超える検察官の俸給月額等）

第五条検事及び副検事の俸給月額は、当分の間、その者の年齢が六十三年に達した日の

翌日 （次項において「特定日」 という｡）以後、第三条第一項の規定によりその者の受け

る号に応じた俸給月額に百分の七十を乗じて得た額（当該額に、五十円未満の端数を生

じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切

り上げるものとする｡） とする。

検察庁法第二十二条第二項の規定により検事に任命された者（第三条第一項に規定す2
1■■■■■■■■■■

る準則（次項において単に「準貝I」という｡）で定める者を除く。）には、当分の間、特定

日以後、前項の規定によりその者の受ける俸給月額のほか、その者の年齢が六十三年に

達した日にその者が受けていた俸給月額に百分の七十を乗じて得た額（当該額に、五十

円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたとき

はこれを百円に切り上げるものとするQ)と特定日に同項の規定によりその者の受ける俸

給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。

前項の準則で定める者であって、同項の規定による俸給を支給される者との権衡上必3
－

要があると認められる者には、当分の間、その者の受ける俸給月額のほか、準則で定め

るところにより、同項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。

1 ．規定の趣旨

本条は、第1項において、現行定年を超える検察官の俸給月額について、当分の間、

俸給月額に100分の70を乗じて得た額とする旨の規定を設け（減額の開始時期につ

いては、現行定年に達した日の翌日からとする｡）、第2項において、次長検事、検事長

が63歳に達したことにより検事に任命された者（準則で定める者を除く。）につい

て、俸給月額のほか、次長検事、検事長であった当時の俸給月額に100分の70を乗

じた額との差額を支給する旨の規定を設け、第3項において、第2項の規定による俸給

を支給される者との権衡上必要があると認められる者には、準則で定めるところによ

り、同項の規定に準じて検出した額を支給する旨の規定を設けるものである。

2規定の内容

(1) 63歳に達した検察官の俸給について（第1項）

一般職の国家公務員については、改正される一般職給与法の附則において、職員

の俸給月額は、当分の間、その者が現行定年に達した日後における最初の4月1日

以後、その者に適用される俸給表の俸給月額のうち、その者の属する職務の級及び

その者の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額とする旨の規定が

設けられる。

検察官の俸給については、他の一般職の国家公務員の給与を定めた一般職給与法

とは別に、検察官俸給法が制定されているところ、本改正による検察官の定年の引

上げは、他の一般職の国家公務員とその趣旨を同じくするのであるから、現行定年
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を超える検察官の俸給月額についても他の一般職の国家公務員の制度を参考とし

て、同様に減額する。

そこで、現行定年を超える検察官の俸給月額についても、検察官俸給法の附則中

に、当分の間、現行定年を超える検察官に適用される俸給月額に100分の70を

乗じて得た額とする旨の規定を設けるものとする。

また、減額の開始時期については、一般職の国家公務員は60歳に達した日後に

おける最初の4月1日から減額することとされているが、検察官については、定年

に達した時に退官することとされているため、減額の開始時期を4月1日とした場

合、定年までの減額期間が誕生日により異なることとなり公平性を欠く制度となり

得ることから、減額の開始時期を現行定年に達した日の翌日からとする。

(2) 管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みの導入に伴う調整額について

(第2項）

一般職の国家公務員については、管理監督職勤務上限年齢制により降任等された

職員等の俸給は、現行の定年に達した日後における最初の4月1日以後、当該降任

等前に受けていた号俸の俸給月額に100分の70を乗じて得た額とするものの、

その額は当該降任等後にその者の属する職務の級の最高号俸の俸給月額を超えては

ならない旨の規定が設けられることとされている。

検察官については、例えば検事正などの一定の職と号俸が結びついていないこと

から、改正検察庁法第9条第1項又は第10条第1項により63歳に達した者を検

事正又は上席検察官に充てる者から除く仕組みに伴う減額規定を改めて設ける必要

はないものの、改正検察庁法第22条第2項により次長検事及び検事長が63歳に

達して検事に任命された場合には、その俸給月額は、他の一般職の国家公務員にお

いて、管理監督職勤務上限年齢制による転任等をされた職員等の俸給の特例制度を

参考として、俸給月額のほか、その者の年齢が63年に達した日にその者が受けて

いた俸給月額に100分の70を乗じて得た額との差額に相当する額を俸給として

支給する旨の規定を設けるものとする。

なお、一般職の国家公務員については、管理監督職勤務上限年齢制による降任等

後にその者の属する職務の級の最高号俸の俸給月額を超えてはならない旨の規定が

設けられるが、かかる制度を参考とした場合であっても、次長検事、検事長の俸給

月額に100分の70を乗じた額は、検事の最上位である検事1号の俸給月額を下

回るため、そのような規定を設ける必要はない。

③改正検察官俸給法附貝ﾘ第5条第2項を設ける理由について

改正一般職給与法附則第8項は、当分の間、職員の俸給月額は、当該職員が60

歳に達した日後における最初の4月1日 （以下「特定日」 という｡）以後、その者に

適用される俸給表の俸給月額のうち、当該職員の属する職務の級及び受ける号俸に

応じた額に100分の70を乗じて得た額と定める。また、改正一般職給与法附則

第10項は、管理監督職勤務上限年齢制の適用によって他の官職に降任等された日

の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員のうち、特定日にその者の受
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ける俸給月額（特定日俸給月額）が、他の官職への異動日の前日にその者が受けて

いた俸給月額（基礎俸給月額）に100分の70を乗じて得た額に達しないことと

なる職員には、当分の間、特定日以後、基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に

相当する額を俸給として支給する旨定めるものとする。

このような調整規定については、 60歳到達時点で占めていた官職に係る職務遂

行能力や適性を有しているにもかかわらず、管理監督職から非管理監督職へ異動す

る上、給与も二重に引き下げられることは、士気の低下等を招き、ひいては公務全

体の運営に支障を来すおそれがあることから導入されるものとされる。

この点、改正検察庁法第22条第2項は、 63歳に達した次長検事及び検事長は

検事に任命されるものとし、改正検察官俸給法附貝I第5条第1項は、 63歳に達し

た日の翌日以後に当該職員の受ける号に応じた俸給月額の100分の70を乗じた

額を支給することとしている。そうすると、次長検事及び検事長が63歳に達した

場合には、検事に異動の上、俸給月額が二重に引き下げられるとの結果が生じるこ

ととなる。

そのため、他の一般職の国家公務員において導入される改正一般職給与法附貝ﾘ第

10項とその趣旨を同じくする改正検察官俸給法附則第5条第2項を設けるものと

する。

(4) 改正検察官俸給法附貝ll第5条第2項につき､改正一般職給与法附則第12項ではなく改

正一般職給与法附則第10項と考え方を同じくする理由について

改正一般職給与法附則第12項においては、改正一般職給与法附則第10項に規定

する職員を除く他の官職への異動日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員で

あって、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる

ものには、当分の間、その者の受ける俸給月額のほか、人事院規貝llで定めるところに

より、改正一般職給与法附則第10項及び第11項の規定に準じて算出した額を俸給

として支給することとされている。

このような改正一般職給与法附則第12項は、管理監督職勤務上限年齢制による降

任等に伴い俸給表を異にする異動をした場合など（例えば、指定職から降任した場合

や降任後に俸給表を異にする異動をした場合）で改正一般職給与法附則第10項及び

第11項による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるものを対象

としている。

この点、改正検察庁法第22条第2項により63歳に達した次長検事及び検事長は

検事に任命されることとなるが､検察官俸給法上､検察官の俸給月額を定める別表は、

すべての検察官の俸給月額の区分を記載しており、次長検事や検事長についても、検

事と同じ表とされている。

また、そもそも、他の一般職の国家公務員における俸給表は、各職員の職務の種類

に応じて設けられているところ、検察官については、検察権を行使するという検察官

の主たる職務について、すべての検察官が同一の権限を有しているのであるから （検

察庁法第4条、第6条)、次長検事及び検事長と検事の職務の種類に違いはないものと

いえる。
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そうすると、改正検察庁法第22条第2項により63歳に達した次長検事及び検事

長が検事に任命された場合であっても、俸給表を異にする異動をした場合等とはいえ

ず、改正一般職給与法附則第12項ではなく、原貝|｣である改正一般職給与法附則第1

0項と考え方を同じくする改正検察官俸給法附則第5条第2項を設けるものとする。

なお、改正一般職給与法附貝ﾘ第10項においては、特定日俸給月額が基礎俸給額に

「達しないこととなる職員」にはその者の受ける俸給月額のほか、基礎俸給月額と特

定日俸給月額との差額に相当する額を支給することとされている。 この点、次長検事

及び検事長が63歳に達した日の翌日に検事に任命された以後の俸給月額は、仮に検

事1号の俸給月額に100分の70を乗じて得た額であったとしても、次長検事又は

検事長であったときの俸給月額に100分の70を乗じて得た額に、常に達しないこ

ととなる。 したがって、改正検察官俸給法附則第5条第2項においては、改正一般職

給与法附則第10項のように、 「達しないこととなる職員」といった、支給対象を限定

する文言を入れる必要はない。

(参考）次長検事等の俸給月額及び100分の7 て、し
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(5) 改正検察官俸給法附則第5条第2項において準則で定める者を除くこと及び同

条第3項について

他の一般職の国家公務員であって､管理監督職上限年齢制が適用される職員が育児

短時間勤務を取得した場合の俸給については､改正一般職給与法附貝ﾘ第10項の人事

院規則に定める職員として育児短時間勤務を取得した者を定めて同項から除外した

上、同附則第12項の人事院規則において、権衡上必要があると認められる職員とし

て定められることとなる。

この点､検察官についても国家公務員の育児休業等に関する法律（平成3年法律第

109号) (以下「育児休業法」 という｡）が適用されるところ、改正検察庁法第22

条第2項の規定により検事に任命された者が育児短時間勤務を取得した場合におけ

る俸給について、新たな規定を設ける必要がある。

そして、検察官の身分保障については、検察権は司法権と密接不可分な関係にあっ

て､司法権の適正な実現のために検察権が公正妥当に行使されることが不可欠の前提

となることから、他の一般職の国家公務員より厚いものとされており、身分保障に関

わる事項で他の国家公務員において法律で定められているものについては､検察官に

ついても法律で定める必要がある。

そこで、これらの者について、改正一般職給与法附則第10項及び第12項と同様

に、改正検察官俸給法附則第5条第2項において、検察官俸給法第3条第1項に規定

する準則で定める者をI司項から除外する規定を設けるとともに､改正検察官俸給法附

則第5条3項において、その俸給に関する規定を新設する。

なお、 「検察官俸給法第三条第一項に規定する準貝|｣」 とすることについては、改正

検察官俸給法附則第5条第2項及び第3項に規定する事項は､検察官の給与に関する

事項であることから、人事院規則ではなく、検察官俸給法第3条第1項に規定する準

則に委任することが相当であるため、同準則に委任することとする。

⑥定年延長後の検察官の俸給等に関する規定を附則第5条とする理由について

後記のとおり、本改正に伴って検察官俸給法についても原始附則を整理し、検察官

俸給法附則第6条及び第7条を削るとともに､本則と通し条名となっている原始附則

を独自の条名のものに改める。

そして、附則に規定する事項は、当該法令の施行期日、当該法令の各規定の適用関

係、当該新しい法令の制定に伴う既存の法令についての改廃規定などであり、その規

定の順序については､当該法令の施行期日に関する規定が最初に置かれることは決ま

っており、経過規定の後に既存の他法令の改正規定が置かれることもまず変わらない

とされているが、これら以外の規定の順序については、当該法令の性格及びその中で

の当該規定の重要性などにより柔軟性が認められるとされている(法制執務研究会編

「新訂ワークブック法制執務（第二版)｣ 270頁)。

この点､今般の俸給法の一部改正によって新たに設けるのは定年延長後の検察官の

俸給に関する経過措置の規定であり、前記の附則の規定の順序に関する考え方に鑑み

れば、同規定を、同じく経過措置を規定する検察官俸給法附則第10条（改正検察官

俸給法附則第4条）の次条となる、改正検察官俸給法附則第5条に定めることに支障
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はないものと考えられる。

（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）

第四条検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執

行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判

所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務

を行う。

第六条検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。

②検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。

○検察官の俸給等に関する法律（昭和23年法律第76号）

第一条検察官の給与に関しては、検察庁法（昭和二十二年法律第六十一号）及びこの法律に定める

ものを除き、検事総長、次長検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律（昭和

二十四年法律第二百五十二号）第一条第一号から第四十二号までに掲げる者の例により、－号から

八号までの俸給を受ける検事及び第九条に定める俸給月額の俸給又は一号若しくは二号の俸給を

受ける副検事については、一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）によ

る指定職俸給表の適用を受ける職員の例により、その他の検察官については､一般官吏の例による。

ただし、俸給の特別調整額、超過勤務手当、体日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しな

い。

②次長検事及び検事長には、一般官吏の例により、単身赴任手当を支給する。

③寒冷地に在勤する検事長には、一般官吏の例により、寒冷地手当を支給する。

第二条検察官の俸給月額は、別表による。第三条法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の給与

に関する事項について必要な準則を定め、これに従って各検察官の受くべき俸給の号等を定める。

②前項に規定する準則は、法務大臣が内閣総理大臣と協議して、 これを定める。

附則

第五条この法律は、公布の日から、 これを施行する。

第六条この法律の規定による俸給その他の給与（旅費を除く。）は、昭和二十三年一月一日に遡及し

てこれを支給する。

②昭和二十三年一月一日以後すでに支給された俸給その他の給与は、前項の規定により支給される

べき俸給その他の給与の内払とみなし、これを超える額（退職手当及び死亡賜金にかかる部分の金

額を除く。）は、所得税法（昭和二十二年法律第二十七号）の適用については、同法第三十八条第一

項第五号の給与とみなす。

第七条検察官の俸給等の応急的措置に関する法律（昭和二十二年法律第六十六号）は、これを廃止

する。

第八条この法律の規定は、国家公務員法の如何なる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに

代わるものではない。

第九条副検事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、六十三万

四千円とすることができる。

第十条検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第五号）附則第一

条ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間においては、検察官

に対する俸給の支給に当たっては、俸給月額（検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

（平成十七年法律第百十八号）附則第三条の規定による俸給を含む｡）から、当該俸給月額に次の各

号に掲げる検察官の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

一検事総長百分の二十

二東京高等検察庁検事長百分の十五

三次長検事及びその他の検事長百分の十
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四一号から十四号までの俸給を受ける検事及び前条に定める俸給月額の俸給又は一号から九号

までの俸給を受ける副検事百分の九。七七

五十五号から二十号までの俸給を受ける検事及び十号から十六号までの俸給を受ける副検事

百分の七。七七

六十七号の俸給を受ける副検事百分の四。七七

②前項の規定により俸給の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額

に一円未満の端数を生じたときは、 これを切り捨てるものとする。

③前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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｢検察官の俸給に関する法律附則第6条について」

（検察庁法第25条の読替え等）

第六条 の1闇用券毫聿一」目0
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に基づいて、 同法の特例を定めたものとする。

1 ．規定の趣旨

本条は､第1項において､新設されることとなった一般職給与法附則第15項に倣い、

当分の間、現行定年を超える検察官の俸給月額につき100分の70を乗じて得た額と

することなどを規定した検察官俸給法附則第5条第1項を検察官の身分保障規定（検察
庁法第25条）の例外とするなどの読替規定を設け、第2項において、本条第1項の規
定が国家公務員法の特例である旨の規定を設けるものである。

2規定の内容

（1） 第1項について

他の一般職の国家公務員については、定年の引上げに伴い、改正一般職給与法附則

第8項を新設し､当分の間、 60歳超職員の給与を7割水準とする措置（以下「給与

7割措置」 という。）が設けられるところ、同規定については、 「本来的に予定されて

いる範囲を超える不利益な変動として「分限」の性質を含むものと整理することが適

当と考えられる」 とされた。その結果、同項は、国家公務員の身分保障を定めた国家
公務員法第75条第2項に規定する「降給」 と位置付けられ、改正一般職給与法附則
第15項において､その旨の読替規定が新設されることとされた。

このように、給与7割措置が「降給」 と位置付けられた理由については、給与7

割措置は当分の間の措置として60歳超職員の給与を本来望ましい水準より引き下げ
るものであるところ、情勢適応の原則による俸給表改定や、給与構造改革等による配

分見直し等、その他の給与が減額となる措置とは異なり、情報提供。意思確認の規定

を設け（改正国家公務員法附則第9条)、また、できる限り速やかに給与水準が60

歳前後で連続的なものとなるよう所要の措置を講ずる旨を定めた規定を設けて（本改

正法附則第15条第2項）職員の不利益を緩和する措置を講じているなど、特例的性
質を有するためとされている。

現行定年後の検察官の俸給月額に関しては、他の一般職の国家公務員に倣い、改

正検察官俸給法附則第5条第1項において、退官前の俸給月額の7割とする規定を

新設するところ、同規定は、改正一般職給与法附則第8項に倣ったものであって、
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その趣旨を同じくするものである。また、検察官についても、他の一般職の国家公

務員と同様に、情報提供・意思確認の規定を新設し、できる限り速やかに給与水準

が60歳前後で連続的なものとなるよう所要の措置を講ずる旨を定めた本改正法附

貝ﾘ第15条第2項の適用を受けることとされている。

さらに､検察官の身分保障については、検察権は司法権と密接不可分な関係にあっ

て、司法権の適正な実現のために検察権が公正妥当に行使されることが不可欠の前

提となることから、他の一般職の国家公務員より厚いものとされているところ（伊

藤栄樹著「新版検察庁法逐条解説」 152頁)、同じ趣旨で新設される同様の給与

減額措置について、他の一般職の国家公務員については身分保障の例外規定を必要

とし、検察官についてはそれを不要とすることは、前記の検察官の身分保障に関す

る基本的な考え方と整合しない。

そのため、検察官についても、検察官俸給法の原始附則において、改正検察官俸

給法附則第5条第1項の規定が検察官の身分保障を定めた検察庁法第25条の例外

であることを規定する読替規定を置くものとする（改正検察官俸給法附貝ll第6条第

1項)。

また、職員の意に反して降給するなど著しく不利益な処分を行おうとするときは

処分事由説明書を交付しなければならない旨規定する改正国家公務員法第89条第

1項につき、他の一般職の国家公務員に関する給与7割措置については、任命権者

の行為によらず一定の要件を満たしたことにより法律上当然にその効果が発生した

にすぎないものであることから、処分事由説明書を交付する必要はないこととされ

た（改正一般職給与法附則第15項)。

この点、検察官については、改正国家公務員法第89条第1項が直接適用される

ところ、現行定年後の検察官の俸給を減額することを定めた改正検察官俸給法附則

第5条第1項についても、任命権者の行為によらず一定の要件を満たしたことによ

り法律上当然にその効果が発生するものであるから、他の一般職の国家公務員と同

様に、処分事由説明書を交付する必要はないものと考えられる。

そのため、改正一般職給与法附則第15条と同様に、改正国家公務員法第89条

第1項の読替規定を置くものとする。

(2) 第2項について

新設する改正検察官俸給法附則第6条第1項は、検察官の職務と責任の特殊性に基

づき他の一般職の国家公務員の特例が定められた検察官の身分保障に関して設ける特

例であるといえる。

そのため、同項は、改正国家公務員法附則第4条にいう、 「職務と責任の特殊性に

基づいて、 この法律の特例を要する場合」であることから、検察庁法第32条の2

（改正検察庁法第31条） と同様、国家公務員法の特例であることを明示するため

の規定を置くものとする。

(参照条文）
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○検察庁法（昭和22年法律第61号）

第二十五条検察官は、前三条の場合を除いては、その意思に反して、その官を失い、職務を停止さ
れ、又は俸給を減額されることはない。但し、懲戒処分による場合は、 この限りでない。
第三十二条のここの法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十五条の規定は、
国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）附則第十三条の規定により、検察官の職務と責任の
特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。

○国家公務員法（昭和22年法律第120号）

第七十五条 （略）

②職員は、人事院規則の定める事由に該当するときは、降給されるものとする。
第八十九条職員に対し、その意に反して、降給し、降任し、休職し、免職し、その他これに対し
いちじるしく不利益な処分を行い、又は懲戒処分を行わうとするときは、その処分を行う者は、
その職員に対し、その処分の際、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
②。③ （略）

附則

第十三条一般職に属する職員に関し、その職務と責任の特殊性に基いて、 この法律の特例を要す
る場合においては、別に法律又は人事院規則（人事院の所掌する事項以外の事項については、政
令）を以て、 これを規定することができる。但し、その特例は、この法律第一条の精神に反する
ものであってはならない。



I附則関係】

｢附貝ﾘ第2条第4項について」

（法務大臣の事前準備）

4第四条の規定による改正後の検察庁法（次項及び附則第十六条第一項において「新検

察庁法」 という｡）の規定による検察官の任用、分限その他の人事行政に関する制度の円

滑な実施を確保するため、法務大臣は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準

備を行うものとし、人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、法務大臣の行

う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。

1 ．附則第2条第1項について

附則第2条第1項は、 「改正後の国家公務員法（中略）の規定による職員（中略）の任

用、分限その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者（中略）

は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、人事院及び内閣

総理大臣は、それぞれの権限に応じ、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他

の措置を講じるものとする｡」 と定める。

この規定は、一般職の国家公務員における管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任

用短時間勤務制の導入に伴うものであるところ、

①任命権者においては、 60歳超の職員の能力及び経験の活用に向けたポストの整理、

管理監督職勤務上限年齢に達した職員及び定年前再任用短時間勤務を希望する職員の
配置方針の決定

②人事院においては、管理監督職勤務上限年齢制や定年前再任用短時間勤務制を実施

していくための細目的な規定の整備等を含めて制度の体系を完成させること、制度の

周知徹底及び適正な運用を確保するための指導。調整、各任命権者が再任用制度に対

応した人事管理計画を策定するに当たっての指導。助言、情報提供。意思把握を行う

ための規定の整備

③内閣総理大臣においては、各任命権者に対する取組促進の働きかけ、各任命権者に

おける運用方針・計画等の調整

といった準備を行う必要があると考えられることから定められるものである。

2検察官についても同様の規定を設ける理由

検察官については、前記のとおり、他の一般職の国家公務員において導入される定年

前再任用短時間勤務制や管理監督職勤務上限年齢制は導入しないものの、改正検察庁法

において、管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みを導入するとともに、情
報提供・意思確認の制度を導入することとしている。

この点、検察官については、定年前再任用短時間勤務制を導入しないものの、定年を

延長し、管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みを導入することから、その

範囲においては他の一般職の国家公務員における任命権者と同様の準備が必要であると

考えられる上、情報提供・意思確認規定については、改正検察庁法附則第4条において、

法務大臣が定めることとしている。
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したがって、検察官についても同様の規定を設けることとする。

また、検察官についても、一般職の国家公務員である以上、人事院及び内閣総理大臣

の権限に応じてなされる連絡．調整は必要と考えられる。

3．準備の実施主体を法務大臣とする理由

準備の実施主体について、他の一般職の国家公務員では任命権者とされているが、検

察官については、以下の理由から法務大臣とする。

すなわち、検察官については、検事総長、次長検事及び検事長の任命権者は内閣、それ

以外の検察官については法務大臣とされる。一方、その補職については、法務大臣が行う

こととされている（検察庁法第16条）ところ、今回準備として行うこととされている事

項((1)①参照｡）は、任命行為に関するものではなく、補職行為に関するものであること

から、任命権者ではなく、補職権者を準備の主体とすることが相当である。

また、検察官の任命及び補職について委任は行われていないから、他の一般職の国家

公務員のように、委任に言及する必要はない。

したがって、準備の実施主体を法務大臣とする。

（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）

第十五条検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを

認証する。

②検事は、一級又は二級とし、副検事は、二級とする。

第十六条検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、これを補する。

②副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。
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｢附則第2条第5項について」

（法務大臣による意思確認）

5法務大臣は、施行日の前日までの間に、施行日から令和五年三月三十一日までの間に

年齢六十三年に達する検察官（検事総長を除く。）に対し、新検察庁法附則第四条の規定

の例により、同条に規定する給与に関する特例措置及び退職手当に関する特例措置その

他の当該検察官が年齢六十三年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に

関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後

における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

1 ．規定の趣旨

一般職の国家公務員については、施行日である令和4年4月1日から令和5年3月3

1日までの間に現行定年に達する職員に対しても、情報の提供及び意思の確認を行うよ

う努めるものとするため、附則第2条第2項において、経過規定が設けられた。

これに倣い、検察官についても、情報の提供及び意思の確認に関する経過措置を設け
る。

2実施主体について

施行後の情報の提供及び意思の確認については、その主体を法務大臣としており （改

正検察庁法附則第4条)、 これと同様に法務大臣を主体とする。
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「附則第19条について」

(国家公務員の育児休業等に関する法律附則第S条の新設）

（国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正）

第十九条国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を次のように改正する。
（中略）

附則を附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付し、附貝|｣に次の三条
を加える。

（中略）

（検察官の俸給等に関する法律附則第五条第一項の規定が適用される育児短時間勤務
職員等に関する読替え）

第三条
一

熾巨 萸察'日←の1奉瀞

=-} I の1闇仲鶉力_粂寵一上目0 可I上目 。｜ と〃)ゐ0

1制哉の職旨の勤務旧

の二首の勤溌6

ニニ 荒一ト

2
■■■■■■■■■■■■

1部匡 菟祭'曰~の1奉維

の1闇崩浄毫h_粂龍一上目0 の1商岸

67剛あるのに

1 ．規定の趣旨

本条は，育児短時間勤務職員に給与7割措置（改正一般職給与法附則第8項）が適

用される場合の給与の計算方法に関して国家公務員法等の一部を改正する法律案附貝リ

第19条により新設される育児休業法附則第2条に倣い、育児短時間勤務の承認を得
た検察官等に対して、現行定年後の俸給の減額を定めた改正検察官俸給法附則第5条
第1項が適用される場合の俸給の計算方法に関する規定を設けるものである。

2．国家公務員の育児休業等に関する法律附則第4項及び第5項について

育児休業法の適用を受ける「職員」は、原則として国家公務員法第2条に規定する
一般職に属する国家公務員とされ（育児休業法第2条第1項、第3条第1項)、同法は
検察官にも適用される。

他の一般職の国家公務員については、現行定年に達した育児短時間勤務職員の給与

の計算方法に関し、育児休業法附則第2条において定められ、また、育児短時間勤務
の承認が失効した場合については同条第2項において定められることとされた。

検察官については、他の一般職の国家公務員と同様、育児短時間勤務の検察官等が

現行定年に達した場合には、現行定年後の俸給月額の減額を定めた改正検察官俸給法
附則第5条第1項が適用される場面が生じることから、その場合の俸給月額の計算方
法に関する規定を設ける必要がある。
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そこで、他の一般職の国家公務員について規定する改正育児休業法附則第2条に倣
い、同法附則第3条を新設する。

（参照条文）

○国家公務員法（昭和22年法律第120号）

第二条国家公務員の職は、 これを一般職と特別職とに分つ。
②一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
③～⑦ （略）

○国家公務員の育児休業等に関する法律（平成3年法律第109号）
（定義）

第二条この法律において「職員」 とは、第二十七条を除き、国家公務員法（昭和二十二年法律第
百二十号）第二条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。
②．③ （略）

（育児休業の承認）

第三条職員（第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員臨時的に任用された職員その
他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。 ）は、任命権者
の承認を受けて、当該職員の子（民法（明治二十九年法律第八十九号）第八百十七条の二第一項
の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁
判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。 ）であっ
て、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十七条第
一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されて
いる児童その他これらに準ずる者として人事院規則で定める者を含む。以下同じ。 ）を養育する
ため、当該子が三歳に達する日 （常時勤務することを要しない職員にあっては、当該子の養育の
事情に応じ、－歳に達する日から一歳六か月に達する日までの問で人事院規則で定める日 （当該
子の養育の事情を考盧して特に必要と認められる場合として人事院規則で定める場合に該当する
ときは、二歳に達する日） ）まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既
に育児休業（当該子の出生の日から勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職
員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇について同条
の規定により人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間内に、職員（当該期間
内に当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定
める休暇により勤務しなかった職員を除く。 ）が当該子についてした最初の育児休業を除く。 ）
をしたことがあるときは、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、 この限りでない。
②。③ （略）

（育児短時間勤務職員についての勤務時間法の特例）
第十

げ
七条育児短時間勤務職員についての勤務時間法の規定の適用については、次の表の上欄に掲
毫勤務時間法の規定中同表の中欄に掲げる字句は､それぞれ同表の下欄に掲げる字句と手ろ5

とする。ただし、国家公務員の育児休業等に関する法

律（平成三年法律第百九号）第十二条第三項の規定に

より同条第一項に規定する育児短時間勤務（以下「育

児短時間勤務」 という。 ）の承認を受けた職員（以下

「育児短時間勤務職員」 という。 ）の一週間当たりの

勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容

に従い、各省各庁の長が定める

第五条第一項 とする
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第六条第一項ただ

し書、第六条第二

項ただし書、第七

条第二項、第十一

条及び第十七条第

－項第一号

再任用短時間勤務職

員
育児短時間勤務職員

第六条第一項ただ

し書

これらの日

ことができる

必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従い、 これ

らの日

ものとする

第六条第二項ただ

し書
範囲内で 範囲内で、当該育児短時間勤務の内容に従い、

第六条第三項

次項

できる

以下この条

できる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員であ

る場合にあっては、単位期間ごとの期間について、当

該育児短時間勤務の内容に従い、勤務時間を割り振る

ものとする

第六条第四項 次に掲げる職員 次に掲げる職員（育児短時間勤務職員を除く。 ）

第七条第二項

j

●

ところにより、四週

間ごとの期間につき

八日

八日以上）の週休日

を設け、及び

第五条に規定する勤

務時間

必要

ところにより、四週間ごとの期間につき八日の週休日

四週間ごとの期間につき八日以上で当該育児短時間勤

務の内容に従った週休日）を設け、及び

第五条に規定する勤務時間（当該育児短時間勤務職員

にあっては、当該育児短時間勤務の内容に従った勤務

時間）

必要（育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時

間勤務の内容）
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（ 1早 一B寺 ■■ ■■

溢取扱い0

第二十一条職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けない。
（育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務）
第二十二条任命権者は、第十四条において準用する第六条の規定により育児短時間勤務の承認が
失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の人事院規則で定めるやむを
得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、人事院規則の定めるところに
より、当該育児短時間勤務をしていた職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及
び時間帯において常時勤務を要する官職を占めたまま勤務をさせることができる。この場合にお
いて、第十五条から前条までの規定を準用する。

○一般職の職員の勤務時間、

第五条職員の勤務時間は、

② （略）

休暇等に関する法律（平成6年法律第33号）

休憩時間を除き、一週間当たり三十八時間四十五分とする。

割合で週休日

同条に規定する勤務

時間

割合で週休日 （育児短時間勤務職員にあっては、五十

二週間を超えない期間につき－週間当たり一日以上の

割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日）

同条に規定する勤務時間（当該育児短時間勤務職員に

あっては、当該育児短時間勤務の内容に従った勤務時

間）

第十三条第一項 職員

、 公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合

として人事院規則で定める場合に限り、育児短時間勤

務職員

第十三条第二項

公務のため臨時又は

緊急の必要がある場

合には

職員

公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合と

して人事院規則で定める場合に限り

育児短時間勤務職員
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「附則第29条について」

(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律（平成1フ年法律第1 1S号）の附
則第3条）

（経過措置）

第三条一部施行日の前日から引き続き検察官である者で、その受ける俸給月額が同日に
おいて受けていた俸給月額（検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律（平
成二十四年法律第五号）の施行の日において次の各号に掲げる検察官である者にあって
は、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端
数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「基準額」 という。）
に達しないこととなるものには、平成二十六年三月三十一日までの間において、その受
ける俸給月額が基準額に達するまでの間（検事総長及び東京高等検察庁検事長にあって
は、平成二十二年三月三十一日までの間)、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸
給として支給する。

一検事総長、次長検事、検事長、検察官の俸給等に関する法律別表検事の項一号から
八号主での儘給月箱の俸給存等ける検事及び同法附貝|｣第三条に定める俸給月額の俸給八号までの俸給月額の俸給を受ける検事及

又は同表副検事の項一号若しくは二号の俸給月額の俸給を受ける副検事百分の九十
八。九四

二検察官の俸給等に関する法律別表検事の項九号から十九号までの俸給月額の俸給を
受ける検事及び同表副検事の項三号から十四号までの俸給月額の俸給を受ける副検事
百分の九十九・一

2－部施行日以降に新たに検察官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の

規定による俸給を支給される検察官との権衡上必要があると認められるときは、当該検
察官には、法務大臣の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
S次長検事又は検事長（東京高等検察庁検事長を除く。）で、前二項の規定による俸給を
支給されるものには、検察官の俸給等に関する法律第一条第一項の規定によりその例に
よることとされる特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成十七

年法律第百十四号）附貝|｣第五条の規定にかかわらず、平成二十二年三月三十一日までの

間、一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）の適用を受ける
職員の例により、地域手当を支給する。

1 ．規定の趣旨

検察官俸給法の原始附則第9条を附則第3条とするに当たり、同条項を引用する検察
官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律（平成17年法律第118号。以下「平
成17年一部改正法」 という。 ）附則第3条の規定中「第九条」を「附則第三条」に改
める。

2．平成1フ年一部改正法附則第3条の規定を維持する理由



【附則関係】

平成17年一部改正法附則第3条は、検察官俸給法附則第10条（改正検察官俸給

法附則第4条）に引用されているところ、同条は、検察官の平均給与額に関する国家

公務員災害補償法（昭和26年法律第191号。以下「補償法」 という。 ）の適用の

特例を定める検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律（平成24年法律

第5号。以下「平成24年一部改正法」 という。 ）附則第2条に引用されており、今

後においても、検察官における補償法第4条第4項に規定する平均給与額（注）を算

定する場合に適用する可能性があるため、実効性を喪失していないことから、検察官

俸給法原始附則第10条と同様に、規定を維持する必要性がある。

(注） 「平均給与額」は、補償法において規定されている補償の額を算定するための基準となるもの

であり、実費を補填する療養補償や介護補償を除き、全ての補償が平均給与額に一定の害'l合又

は日数をかけて補償額を算定することとされている。平均給与額は、原則として、負傷若しく

は死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日の属する月の前
月の末日から過去3月間にその職員に支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得

た金額とされている（同法第4条第1項）が、同項の規定により平均給与額を計算することが
できない場合及び事故発生日から補償を支給すべき事由が生じた日までの問に職員の給与の改

定が行われた場合、同項等の規定によって計算した平均給与額が公正を欠くと認められる場合

においては、その平均給与額の計算については、人事院規則で定めることとされている （同法

第4条第4項） 。検察官の場合、特例期間（平成24年4月1日から同26年3月31日ま

で）においては、同項及び同項の人事院規則に基づき計算されるその平均給与額は、同項及び

同項の人事院規貝|｣の規定にかかわらず、平成24年一部改正法附則第2条により計算すること

とされている。
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「附則第31条について」

(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律（平成24年法律第5号）の附則第
1条から第6条）

附則

（施行期日）

第一条この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日 （公布の日が月の初日であるとき

は、その日）から施行する。ただし、第二条及び次条から附則第四条までの規定は、平

成二十四年四月一日から施行する。

（検察官の平均給与額に関する国家公務員災害補償法の適用の特例）

第二条前条ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間

においては、国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九十一号）第四条第四項の

規定に基づき計算される検察官の平均給与額は、同項及び同項の人事院規則の規定にか

かわらず、当該人事院規則において検察官に対して現実に支給された給与の額を基礎と

して計算することとされている場合を除き、検察官の俸給等に関する法律附則第四条第

一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の

改定及び臨時特例に関する法律（平成二十四年法律第二号）第九条第二項の規定により

給与の支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた給与の額を基礎とし

て当該人事院規則の規定の例により計算した額とする。

（端数計算）

第三条前条の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合に

おいて、当該額に一円未満の端数を生じたときは、 これを切り捨てるものとする。

（政令への委任）

第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

1 ．規定の趣旨

検察官俸給法の原始附則第10条を附則第4条とするに当たり、同条項を引用する平

成24年一部改正法附則第2条の規定中「第十条第一項」を「附則第四条第一項」に改め

る。

また、平成24年一部改正法附則第3条及び第4条を削り、これに伴い、附貝|｣第2条中

「 （次条及び附則第四条において「特例期間」という。 ） 」を削り、附貝I第5条を附則第

3条に、同条中「前三条」を「前条」に、附則第6条を附則第4条に、同条中「附則第二

条から前条まで」を「前二条」に、附貝ﾘ第1条ただし書中「附則第六条」を「附則第四条」

にそれぞれ改める。

2平成24年一部改正法附則第2条について

平成24年一部改正法附則第2条は、検察官の平均給与額（注）に関する補償法の特例

を定めており、検察官が特例期間中に公務上の災害を受けたことにより、同法第4条第

4項の規定に基づき検察官の平均給与額を算定する場合に適用する可能性があり、実効
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性を喪失していないことから、規定を維持する必要性がある。

3.平成24年一部改正法附貝ll第s条及び第4条について

平成24年一部改正法附則第3条及び第4条の規定は、特例期間に支給する給与の額

から一定額を減額する根拠規定であるところ、既に実効性を喪失していることから、い

ずれも削ることが相当である。

(注） 「平均給与額」は、補償法において規定されている補償の額を算定するための基準となるもの
であり、実費を補填する療養補償や介護補償を除き、全ての補償が平均給与額に一定の割合又
は日数をかけて補償額を算定することとされている。平均給与額は、原則として、負傷若しく
は死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日の属する月の前
月の末日から過去3月間にその職員に支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得
た金額とされている（同法第4条第1項）が、同項の規定により平均給与額を計算することが
できない場合及び事故発生日から補償を支給すべき事由が生じた日までの間に職員の給与の改
定が行われた場合、同項等の規定によって計算した平均給与額が公正を欠く認められる場合に
おいては、その平均給与額の計算については、人事院規貝ﾘで定めることとされている（同法第
4条第4項） 。検察官の場合、特例期間（平成24年4月1日から同26年3月31日まで）
においては、同項及び同項の人事印規貝Iに基づき計算されるその平均給与額は、同項及び同項
の人事院規則の規定にかかわらず、平成24年一部改正法附則第2条により計算することとさ
れている。

（参照条文）

○国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九十一号）

（平均給与額）

第四条この法律で「平均給与額」 とは、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断に
よって疾病の発生が確定した日 （第四項において単に「事故発生日」 という。 ）の属する月の前月

の末日から起算して過去三月間（その期間内に採用された職員については、その採用された日まで
の間）にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額をいう。

ただし、その金額は、次の各号のいずれかによって計算した金額を下らないものとする。
一給与の全部が、勤務した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制によって定めら
れた場合においては、その期間中に支払われた給与の総額をその勤務した日数で除して得た金
額の百分の六十

二給与の一部が、勤務した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制によって定めら
れた場合においては、その部分の給与の総額について前号の方法により計算した金額と、その

他の部分の給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額との合算額
②前項の給与は、一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）の適用を受け
る職員（同法第二十二条第一項及び第二項の職員を除く。 ）にあっては、俸給、俸給の特別調整額、
本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動

手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当（人事院規則で定める
ものを除く。 ） 、特地勤務手当（同法第十四条の規定による手当を含む。 ） 、超過勤務手当、体日
給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当とし（ただし、人事院規貝Uで定めるところに
より、寒冷地手当及び国際平和協力手当を加えることができる。 ） 、その他の職員にあっては、人

事院規貝I｣で定める給与とする。

③第一項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する日がある場合においては、その日数
及びその間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控除して計算する。ただし、控除しないで計
算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場合は、 この限りでない。
一負傷し、又は疾病にかかり療養のために勤務することができなかった日

二産前産後の職員が、出産の予定日の六週間（多胎妊娠の場合にあっては、十四週間）前から
出産後八週間以内において勤務しなかった日
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三育児休業の承認を受けて勤務しなかった日、承認を受けて育児短時間勤務をした日及び育児
時間の承認を受けて育児のため一日の勤務時間の一部について勤務しなかった日
四介護休暇の承認を受けて勤務しなかった日及び介護時間の承認を受けて介護のため一日の勤
務時間の一部について勤務しなかった日

五国（職員が行政執行法人に在職していた期間にあっては、当該行政執行法人）の責めに帰す
べき事由によって勤務することができなかった日

六職員団体の業務に専ら従事するための許可を受けて勤務しなかった日
④前三項の規定により平均給与額を計算することができない場合及び事故発生日から補償を支給
すべき事由が生じた日 （以下「補償事由発生日」 という。 ）までの間に職員の給与の改定が行われ
た場合その他の前三項の規定によって計算した平均給与額が公正を欠くと認められる場合におけ
る平均給与額の計算については、人事院規則で定める。

④ （略）
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「附則第35条について」

(特定秘密の保護に関する法律（平成Z5年法律第10S号）第16条第1項）

（適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限）

第十六条行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対
象者が第十二条第三項（前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。 ）の同意
をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当た

って取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって､当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照

合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。 ）をいう。以下この項において同じ。 ）を自ら利用し、又は提供してはならない。た

だし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法（昭和

二十二年法律第百二十号）第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規

則で定める事由、同法第七十八条各号､第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、

検察庁法（昭和二十二年法律第六十一号）第二十条第一項各号、外務公務員法（昭和二
十七年法律第四十一号）第七条第一項に規定する者､自衛隊法（昭和二十九年法律第百

六十五号）第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六

条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは

第三項各号若しくは地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第十六条各号、

第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに

準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、 この限

りでない。

2 （略）

1 ．規定の趣旨

検察庁法第20条の改正に伴い、同条を引用する特定秘密の保護に関する法律（平成
25年法律第108号。以下「特定秘密保護法」という。 ）第16条第1項についても、

所要の規定の整理を行うものである。

2検察庁法第20条の改正

次長検事及び検事長については、一般職の国家公務員において導入される管理監督
職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みを実現するため、改正検察庁法第22条

第2項において、現行の定年である63歳に達したときは、 6S歳に達した日の翌

日に、検事に任命されるものとするところ、同法第20条第2項を新設し、 63歳に

達した者については、次長検事又は検事長に任命することができないこととするも

のである。
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(参考）検察庁法（昭和22年法律第61号） （抄） ※下線部は改正部分

S.特定秘密保護法第16条第1項の改正について

（1） 規定の趣旨

特定秘密保護法第16条第1項では、行政機関の長及び警察本部長が、特定秘密の保

護以外の目的のために、同法又は政令で定める場合を除き、適性評価に関する個人情

報を、 自ら利用し、又は第三者に提供してはならない旨を定めている。

ただし、適性評価において調査する事項には、国家公務員法等に規定する欠格条項、

分限処分又は懲戒処分（以下「懲戒処分等」 という。 ）の対象となる事由等と関係を

有する事項があることから、その調査により懲戒処分等に該当する事由等が明らかに

なることも想定される。仮に、 このような情報を、懲戒処分等のために利用・提供す

ることも禁止することとした場合、行政機関の長及び警察本部長において、懲戒処分

等に該当する事由等の存在を認識しながら、何らの措置を講ずることができず、結果

として職務を遂行することについての適格性を欠く者をその職位にとどまらせるとい

う不合理な事態が生じることとなる。

このため、同項ただし書では、懲戒処分等の事由が法文上掲げられている条項を列

挙し、適性評価に関する個人情報の目的外利用。提供の例外となる場合を規定してい

る。

(2) 改正の内容

検察庁法第20条第2項の新設に伴い、同条を引用する特定秘密保護法第16条第

1項について、 「検察庁法（昭和22年法律第61号）第20条各号」を「検察庁法

第20条第1項各号」に改めることとするものである。

改正後 改正前

第二十条他の法律の定めるところにより一般の官吏

一

一

一

②
－

に任命されるこ とができない者のほか、次の各号

のいずれかに該当する者は、検察官に任命するこ

とができない。

禁銅以上の刑に処せられた者

弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

前項の規定により検察官に任命することができない

者のほか、年齢が六十三年に達した者は、次長検事又

は検事長に任命することができない。

第二十条他の法律の定めるところにより一般の官吏に

任命されるこ とができない者の外、左の各号の一に該当

する者は、 これを検察官に任命することができない。
一

一
一

(新設）

禁銅以上の刑に処せられた者

弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者


